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（午前１０時００分 開 議） 
〇議長（獅畑輝明君） これより、本日の会議を開

きます。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、

議長において、４番竹村議員、５番若山議員を指名

いたします。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 
 事務局長に報告させます。 
〇議会事務局長（大橋一君） 報告いたします。 
 本日の議事日程につきましては第２号のとおりで

あります。 
 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

大道議員が欠席であります。 
 以上で報告を終わります。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第３ 平成24年度市政

執行方針演説に対する一般質問を行います。 
 順次発言を許します。 
 質問順序１、議席番号９番、北市勲君。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 新政クラブを代表

いたしまして、通告に従い、市政執行方針及び教育

行政執行方針について質問いたします。ご答弁のほ

どよろしくお願い申し上げます。 
 大綱１、市政執行方針について。平成24年度は、

赤平市が有史以来の財政危機を乗り越えられる、こ

のような状況になり、これまでの厳しい経験を生か

し、行財政を効率的、効果的に運営をするため、第

５次赤平市総合計画の実現に向け、創意工夫とスピ

ード感を持って展開すると。また、自己責任と協力

し合える調和のとれた社会の実現につなげる、いわ

ゆるまちの再生元年と位置づけしての所信表明をさ

れました。私は、この市長の所信表明については共

感する一人でもございます。 

 そこで、質問させていただきますが、①、行財政

改革について、市民への還元を軽自動車税にした根

拠はどういうところにあるのか。平成18年に財政再

建とまちづくり再生をテーマとして、平成23年度ま

での５年間を計画としてあかびらスクラムプランを

完成させ、協働のまちづくりをスタートいたしまし

た。そのプランの中には受益者負担の適正化による

歳入の確保として、入湯税の創設、都市計画税、軽

自動車税の税率の引き上げ、社会教育、体育施設及

び上下水道、住宅、保育料等の使用料の見直しと大

変多くの項目にわたって市民に協力を求めました。

この５年間の間に赤平市は、空知産炭地域総合発展

基金の一括償還や地方公共団体の財政の健全化に関

する法律の施行により大変な危機的な状況になりま

したが、市民、行政、議会が一体となり、行政改革

に取り組み、最悪な状況は回避でき、今日に至って

おります。平成24年度において軽自動車税をもとの

税率に戻す政策を提案されておりますが、これにつ

いては市民は明るい政策として受け入れられると思

いますが、なぜこの軽自動車税の税率が還元の対象

になったのか、その経過についてお聞かせいただき

たいと思います。 
 また、今後今までたくさんの協力いただいた項目

につきまして、税率をもとに戻したり、使用料の引

き下げについてはどのように考えておられるのか、

この辺のことも含めてお考えをお聞かせいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 最初に、市民への還元とい

うことで軽自動車税を改正する根拠ということでご

ざいますが、これまで市民の皆様方にはさまざまな

行財政改革にご協力を賜ってまいりましたが、既に

ご案内のように病院事業会計の不良債務が全額解消

される、こういう見込みとなったことによりまして

おかげさまで当市の危機的な財政状況が回避される

と、こういう見通しとなってまいりました。これま

でも既に町内会に対する行政事務謝金の復活、ある

いはコミュニティ活動助成の新設、またがん検診や
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ワクチン接種費用の本人負担の軽減など、地域や住

民の方々に対する施策を講じてまいりましたが、今

般24年度におきましては軽自動車税につきましての

税率改正を予定しておりますが、平成18年度に軽自

動車税につきましては標準税率の1.2倍に改正をさ

せていただき、20年度に1.5倍にということでさら

に改正をさせていただいた経過がございますが、こ

うした中で特に昨年の住民懇談会の中におきまして

も財政が少し見通しが立ってきたということで軽自

動車税については下げれないのかと、こういう地域

要望があったというのも事実でございます。さらに

私どもとしてはこうした意見も参考にしながら検討

した結果、財政面から見ましても軽自動車税の標準

税率の1.2倍までの回復は十分やっても可能である

と、こういう判断をして、今回改正提案をさせてい

ただいた次第でございます。 
 使用料等のお話もございましたが、公営住宅使用

料あるいは上下水道使用料等につきましては、これ

はやはり受益者負担の原則に基づく範疇ということ

で考えておりますので、ご理解をいただいておきた

いと思います。ただ、市税でまだ標準税率を超えて

いるものもございますが、引き続きこれからの山は

越したといえども課題ございますので、今後の財政

状況を十分見ながら、残された課題については引き

続き検討させていただきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。たくさんの項目の中からこれを選んだと。実

は、私は何回かこの議会でもって水道料等について

市民に還元したらどうかというお話をした記憶があ

りますが、今市長さんのお話のように企業会計とい

うことの中で難しいことであると、そういうことで

理解はしておりましたが、このたびの軽自動車税に

ついては税率を1.2に下げたことによって得る市民

の利益は500万円弱と、こういうような金額になる

わけですけれども、いわゆる市民への還元というの

は、これは私の考えですが、一番大きく影響のある

ところから直していくのが財政に余裕ある中で考え

るべきでないかと、このように思っております。実

は、今ほどお話ありました各種税率の中で都市計画

税、これはたしか0.1％増額したわけですが、この0.

1％を仮に今年度の予算の中で見ればおよそ1,800万

円、土地と建物の所有者に対する都市計画税という

ことで3,633名の市民がその還元にあずかれると。

そういう意味では、私はこの大きなところから手を

つけるべきでないのかなと。今の答弁の中にも、で

は来年以降どうするのだと。財政を見ながら考える

ということでは、では財政がよくならなければでき

ないのかと。そんなことにならないわけで、私はや

はりこの辺についてもう少し具体的なお話をしてい

ただきたいと、このように思いますが、いかがでし

ょう。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 都市計画税の引き下げのお

話もございましたが、全道市の率も参考にしながら、

検討の中ではそういう見方もしておりまして、都市

計画税については確かに標準税率を上回った0.3と

いうふうにしておりますが、全道的なこれはあくま

でも町村抜いた都市の傾向ですが、都市計画税につ

いてはやはり超過税率を採用しているほうが多いと

いうのが各都市の実態でございます。したがいまし

て、これについても、今1,800万ということでござ

いまして、1,800万弱です、戻せば。私ども税務課

の試算ではそういう数字をもらっておりますが、そ

ういう当市の財政見通し、現状、さらに全道都市と

の税率の比較、こういう面からも今回につきまして

は都市計画税については見合わせていただいている

と。これは、どちらにしても検討課題とはなってお

りますが、やはり私が前から申し上げているように

例えば負担上がったからそれをすべて返さなければ

ならないかどうか。先ほど言ったように使用料等に

ついてはあくまでも受益者負担ですから、水道は予

算見てわかるように収益の差が500万しかございま

せんので、もしこれを下げれば当然赤字というふう
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になってまいりますので、これはなかなか。したが

って、年々やはり変化をしてきている要素もござい

ますので、十分経過を見ながら、ある面では検討せ

ざるを得ない課題だということでございますので、

都市計画税については他都市においても超過を採用

しているのが多いと、こういうこともありまして今

回については見合わせたということでございます。 
 いずれにいたしましても、また今後状況を見なが

ら、検討課題となっておりますので、引き続き検討

させていただきたいというふうに思っております。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 おおむね理解をい

たしましたけれども、この都市計画税につきまして

は先ほど申し上げました。やはり金額的には大きな

数字に当たります。ですけれども、市民への還元と

いう意味では優先順位をどこに置くのかと、どこに

スタンスを置くのかと、このことがやっぱりきちっ

としていないと、安いところから手をつけるという

のではなく、私に言わせれば大変厳しいところから

手をつけるべきだと。そうすることによって市民の

信頼を得ることもできる、そう思っております。ぜ

ひ来年以降も市民還元という立場の中で返せるもの

は返していくと。これは、スクラムプランでは23年

度までの５年間とうたっています。ただ、その間に、

先ほど申し上げました空知産炭地基金の一括償還や

再生団体に入るか、入らないかという非常に厳しい

状況がありましたこともよく理解しております。し

かし、こういう形で再生団体を回避した後にこうい

う明るい話があるのですよということをもっと大き

く出していただきたいと。これは私どもの希望でご

ざいます。ぜひともよろしくお願いいたします。 
 次に、②の公共施設のあり方についてお尋ねをい

たします。ア、人口に見合った市民交流施設はと、

こういうことでお聞きいたします。市民が文化活動

やスポーツ、これらに積極的に参加することは市民

の生きがいだとか、それからまちの活性化につなが

り、大変すばらしいことであると日ごろ思ってもお

ります。赤平市は、財政健全化計画に沿って施設の

利用や建物の老朽化をかんがみて、平成19年度から

多くの施設を休廃止してまいりました。公民館、文

化会館、スポーツセンター、勤労青少年ホームなど

類似施設の休止や統廃合を実施してまいりました。

これらの施設の休止や統廃合については、私は赤平

市の人口が目標人口を下回っている現状において財

政を効率的、効果的な運営をする上では大変正しい

判断であったと理解をしているつもりでございます。

現在は交流センターみらい、東公民館、コミュニテ

ィセンター、総合体育館、ふれあいホールなどの施

設がありますが、赤平市の現在の人口１万2,000人

強です。それから５年、10年後に赤平市の推定人口

もずれております。このような状況の中で、一体赤

平市にはどの程度の施設があればいいのかと、この

ことについて考えがあればお聞かせいただきたいと

思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 公共施設のあり方に関する

市としての基本方針でございますが、行財政改革推

進本部、行政内のでありますが、行財政改革推進本

部に設置をされております公共施設改革専門部会を

中心にこれまで人口規模に見合った施設配置どうあ

るべきか、あるいは類似施設はできるだけ統合する

と。ただ、唯一１つしかない施設は可能な限り残す

と、こういうようなことを基本的な考え方といたし

まして管理運営に関する経費、あるいは今後予想さ

れます補修費等も検討材料に加えながら、平成20年

に公共施設改革方針案を作成をいたしまして、行財

政改革推進本部で承認した上で本方針に基づいて改

革を推進してきたということでございます。 
 そこで、人口に見合った市民交流施設はというご

質問でございますが、市民要望あるいは社会情勢の

変化もございます。したがって、一概にやはり人口

幾らだから施設は幾らというのはなかなか定めるこ

とは難しいのではないかと思っています。ただ、赤

平ぐらいの規模でありますので、類似施設を数多く

持つというのは非常に非効率的だということは言え

ると思いますが、一概に計算で出るものではござい
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ませんし、その地域の実情というのも当然関連して

くると思いますので、多くは必要とはしませんけれ

ども、単純にやはり人口だけでというのはなかなか

難しいのではないかと思います。市民要望に関しま

しては、すべてにおこたえするというのは私どもと

しては困難なことでありますが、しかしさまざまな

視点から、また財政状況を含めて判断をしてまいら

なければならないと思います。 
 また、最近私どもとして検討しなければならない

なと思っているのは、昨年、ちょうど１年たちまし

たが、東日本大震災によりまして防災対応という改

めて大変大きな課題を突きつけられておりまして、

赤平におきましても市内における避難施設がどうあ

るべきか、大変そういう面では今言った公共施設が

関連してくるということでございます。財政の効率

化だけで申し上げれば、先ほど申し上げましたよう

に施設数はやはり少ないほうが当然いいわけでござ

いますが、今般小中学校の適正配置も進めてまいら

なければなりませんが、当然学校として使われなく

なる、学校数が減ってまいります。そうしたことに

よって避難施設に指定されている学校が、地域によ

ってはそうした大きい施設がなくなってしまうと。

これは、私は消防とも話ししておりますが、大変厳

しいことでございます。したがいまして、こうした

避難施設としての機能を含めた緊急的要素、あるい

は日常的な使用のあり方などをどう整理したらいい

のか、新たな課題も含めて私どもとしては難しい課

題を抱えております。こうしたことを含めながら、

公共施設改革専門部会を中心に、さらに遊休公共施

設もたくさんございますので、これをどうするかと

いう課題もございますので、あわせてこの公共施設

改革専門部会で課題整理を行い、検討しているとい

うところでございますので、ぜひまたいろんなご意

見をいただければいいかと思います。新しい要素も

ありますし、少ないほうがいいわけでありますが、

さまざまな時代変化ということもございますので、

十分そういうことを含めながらやはり検討していく

必要があるかなというふうに思っております。よろ

しくお願いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 どうもありがとう

ございます。震災にかかわる避難場所ということも

含めて考えなければならぬというお話でしたけれど

も、単純に市民活動の状況を見ますと、この19年度

以降いわゆる市民活動が低下したようには私の見る

目では感じていないのです。そういう意味で今ある

施設で十分でないのかなと思ったりもしております

が、いずれにしてもこの市役所内部に公共施設専門

部会があります。今市長さんがおっしゃられたよう

に遊休施設含めて、避難施設も含めてもう少し議論

を深めていただきたいなと、このように思っており

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 
 次に移ります。③、エルム高原の活性化について。

ア、イベント開催の具体的な計画はと、これについ

てお尋ねをいたします。エルム高原につきましては、

私ども何度かこの議会で議論を重ねてまいりました。

エルム高原が開設以来毎年利用者が減ってきている

という中で、たまたま22年度はたしか人数で925人

と今までないぐらいの多くの方々が利用されてふえ

てきたと。そういう意味ではうれしい限りなのです

が、いずれにしても私どもはエルム高原をもっと活

性化していただきたい、こういうことでお願いをし

てまいりました。このたびの市長所信表明の中にも

既存の施設を生かして自然にあふれるイベントを開

催し、利用者の確保に努めたいと、このように力強

く述べられておりますが、今までの市政所信表明を

見ますと徹底したサービスにより集客拡大を図りた

いですとか、施設料金の割引をしたり、イベント開

催の企画構想を提案するとか、ハード並びにソフト

事業からの活性化を計画を作成すると、このように

大変希望の持てるような表明がされましたが、私と

しては今までにそのような具体的な企画、計画が示

されたかどうかは非常に疑問に感じている一人でも

ございます。エルム高原には私どもが自慢できるす

ばらしい自然がたくさんあります。ことしこそぜひ

市長の所信表明に書いてありますようにイベントの
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企画を立てて、市民に示し、そして実践していただ

きたいと、このように思う一人でもございますが、

これについて市長さんの考えあればお聞かせをいた

だきたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） エルム高原の活性化につい

ては、たびたびご心配をいただき、またご提案をい

ただいておりますことに深く感謝申し上げます。な

かなかその努力が見られないといったことでござい

ますが、施設面におきましては補修中心であります

が、水の問題、あるいは施設的な改善については継

続して、しかもかなり年数がたって、私も地域の新

年会あるいは老人クラブ等行きまして、外観見ても

相当傷んできていますし、玄関の床がぼこぼこ音が

するだとか、そういう面ではやはりかなり計画的に

補修費をかけていかなければならないと。こういう

面でやはり施設整備をしていきたいと思っています。

24年度もそういう施設補修中心でありますが、拡張

というのはなかなか施設面からこれは難しいわけで

ありますが、施設的にはそういう努力をしていきた

いと思います。 
 何といってもやはり私はエルム高原の特徴は自然

ということだと思います。にぎやかなことは結構で

すが、いつも真夏のキャンプ場が満杯になるような、

一時的にはいいのですが、ああいうことは私個人と

しては余り好まない。自然の中で、あそこに行けば

ゆったりできるというのが私はやはりエルム高原の

持ち味ではないかと思いますし、活性化というのは

しからば何なのかということを私自身も問い直して

いますし、いつも公社の社長ともいろいろと意見交

換をして、新年度以降引き続き定期的に協議しよう

と。非常に油も高騰して経営的に厳しくなってきて

います。３年間の指定管理の契約は結びましたが、

非常に厳しくなってきていると、この油の高騰で深

刻な状態にもなってきています。こういうことであ

りますので、今後どうしたらいいのか協議しようや

と、こういうような話も社長とも過日していること

でありまして、その中でイベントについても協議を

いたしました。やれば正直言ってお金がかかります。

何年か前にやったことがありますが、やはり場所が

遠くて、シャトルバスでも出さなければなかなか来

ていただけないというのが特に高齢の方は、そうい

うような地理的な条件もございますし、活性化とは

何なのか。人がたくさん来ればそれでいいのかどう

か。私は、人たくさん来て、同時にやはり収益が上

がらなければ、温泉に入っていただかなければなら

ない。ケビンをご利用いただかなければならない。

オートキャンプ場を使っていただかなければ本当の

意味のあそこの事業としての経営は大変厳しいわけ

でありまして、ただ単に、言葉悪いのですが、イベ

ントでやってさっと帰るということであれば、私も

今まで見てもほとんどおふろに入らないで帰ってし

まいます、当たり前のことなのですが。したがって、

そういう意味も含めてやはり私は来ていただいて、

帰っていただくのも結構ですし、それといかにそう

いう有料施設を利用していただくかと。ディズニー

ランドは入園料払いますから、人たくさん来れば来

るほど結構ですが、入園料というのはございません

ので、そういった意味でイベントをやればやはりそ

れなりのコストがかかるということでございますの

で、経営面では痛しかゆしというのもあるのも現実

でございます。しかし、私どもも口コミでいろいろ

やっておりまして、流先生の除幕式に札幌からバス

で来ます。ことしも恐らく今のところこの前聞きま

したら80名は来ると言っておりますので、すばらし

いというふうに言っていただいております。したが

って、私たちはそういう人たちに札幌で口コミで宣

伝をしてほしいと、パンフレット持って帰ってもら

います。そういうようなことで徐々に広めて、地道

なやはり取り組みが必要ではないかと思います。 
 そうした中で、目新しいものではないかもしれま

せんが、ユズ湯というのは大変好評のようでして、

これはぜひ継続をしたいと思いますし、やはり高齢

者の保養事業もやっておりますので、歌謡ショー、

これも地味なものですけれども、結構やはり来てい

ただけるということでありますので、こういう一つ
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一つのことを積み上げて、旅行村、温泉のお客さん

を固定する、ふやしていく、こういう地道な取り組

みも必要だと思いますし、先ほどちょっと触れまし

た流先生の作品ですが、ことしは３体寄贈いただく

ということで昨年から既に決まっております。予算

もちょっと多額になって、あれはあくまでも設置費

用でございまして、既に日程も決めて、場所はちょ

うどことしは下に１カ所とローンスタジアム、あの

上に２体ということでもう既に昨年先生と場所を決

めておりますので、６月９日に除幕式も予定してお

ります。除幕式は私ども中心に実行委員会でやりま

すが、そのほか流先生の応援隊がございまして、そ

こは私どもとは直接ではないのですが、いろいろ計

画している中ではひょっとしたらあのスタジアムを

使ったものになるかも、これはわかりません。そん

なことで、そういうこともぜひ企画したいと思いま

すし、それとこれも地味な取り組みでありますが、

あそこの管理棟のラウンジで年２回赤平の四季とい

う写真展やっているようでありますが、ことしは隔

月、できるだけ回数もふやしていきたいと、こんな

ことも聞いておりますし、また今回条例提案もさせ

ていただいておりますが、生活環境保全林、生環林

ということで今度は市の管理に移行されますので、

非常に森林浴等にも最適な場所でございますし、や

はり子供たちが自然に触れ合うという場所としても

最適でありますので、これの活用についてももっと

もっと考えていく必要があると思いますし、また冬

期間では健康志向もございまして公社のほうでは冬

期間のノルディックウオーキング、こんなことも考

えているようでございます。いずれにしても、エル

ム高原の特徴は何といっても自然でありますので、

いろいろホームページのアクセスも非常に多いよう

であります。ホームページも活用しながら、またイ

ベント、去年札幌の地下街できたところ、あそこ行

ってＰＲもしてまいりましたが、ぜひＰＲを強化し、

少しでもやはり多くの方にご利用いただけるように

努力をしたいと思います。 
 先ほど申し上げましたようにさらにどうしたらい

いのかもっと突っ込んで協議をしようと、こういう

ふうにも社長ともいろいろと意見交換しております

ので、もう少し時間をかしていただきたいなという

ふうに思います。努力をさせていただきたいと思い

ますので、今後ともご指導よろしくお願いいたしま

す。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 努力していきたい

ということなので、ぜひお願いしたいのですが、今

まであそこ開設以来全体的にやっぱり時代の流れも

あるのでしょう。なかなか人が集まりづらいという

こともある、近隣のああいった温浴施設でも人の出

入りが少なくなってきたというようなことがありま

すので、余計にやっぱりほか以上の努力しなければ、

そういった意味での確保ができないということも十

分考えられます。そういう意味で、今市長さんおっ

しゃられたいろんな細かい計画のお話ありましたけ

れども、ぜひそういうことを含めて、まず第一にあ

そこに人を集めるのだと。今お話の中に経営のこと

もありました。いずれにしても、あそこに人が集ま

らなければ経営も成り立たないと。ただ、おふろに

入らないで帰る人もいるでしょう。しかし、そのう

ちの何％は入るかもしれないと。こういうことがや

っぱり経済活性につながっていくのではないかな、

山の活性化につながっていくのでないかなと思いま

す。ぜひあのエルム高原のすばらしい自然を生かし

たそういった企画を出していただきたい。 
 また、赤平市にはいろいろと奉仕団体もあります。

もう少し私はそういった奉仕団体やそういった活性

化のためにまちにある組織をもっと活用できないか

と。そういう意味での行政がもう少し指定管理者に

なっている振興公社にアドバイスすることも必要で

ないかと私は思っています。それについて何か考え

があればお聞かせいただきたいと思いますが。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 北市議員とそんなに私は考

え方が全然違っていると思っていないのですが、な

かなか思うようにいっていないというのが現実だと
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思います。歯がゆいということだと思うのですが、

なかなか正直言ってこれをやれば、決定的なものが

ないというのも非常に苦しいところでありまして、

それとイベントをやればやるほどやはり汚い話コス

トがかかるということもございますので、なかなか

やっぱり大きな予算もかけにくいというのも現実で

ございます。とはいいながらやはり先ほども申し上

げているようにすばらしい自然、国道からほんのわ

ずかな距離でまるっきり変わるああいうことって私

は立地的にも非常にすばらしいと思います。そうい

う意味ではあそこに鈴井さんも途中にアトリエを建

設しましたので、いずれいろんな構想もあるようで

すが、徐々に注目をされ、また鈴井さん自身が何か

動き出すかもしれません。これは長い目で、余り私

どもが求めるのではなくて、自由にひとつ活動いた

だいて、そのことが生きてくればなという願い、期

待も持っておりますし、民間の奉仕団体というお話

もございましたが、ぜひいろんな中で民間の中であ

そこで活用していただけるのであれば行政も、また

指定管理を受けている公社もこれは大いに歓迎でき

ることだと思いますので、その辺についても情報が

あればまたお聞かせをいただきたいと思いますし、

私自身もやはりそういう努力はしていかなければな

らないと思います。 
 貴重な施設でありますし、以前の市のいろんな住

民懇談会の中でもあそこは大変貴重な施設だよとい

う市民の方々の意見をいただいておりますので、や

はり大事に、そして赤平を代表する人の呼べる施設

でありますので、そういう意味では今後とも大事に

し、また一人でも多くの方がご利用いただけるよう

に努力をさせていただきたいなと思います。 
 参考になりますが、向かいにある元気の丘、あそ

こにもとの温泉やったときに菊地社長の絵を展示し、

その半分にアイヌのかなり重鎮の方だそうですが、

木彫りを展示すると。外にはトーテムポール２本ぐ

らい去年から立ち上がっていますが、そんなような

木彫り館みたいのもやりたいという菊地社長さんの

構想も伺っておりますし、そういう相乗効果といい

ますか、そこに彫刻の流先生の文化作品、いろんな

角度から、彫刻見る方もいるかもしらぬ、木彫り見

る方もいるかもしらぬ、温泉入る、そういうことで

トータルでたくさんの方が来ていただけるという形

で今後とも努力をさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 どうもありがとう

ございました。一朝一夕になる話ではないことも十

分わかっていて質問させていただいていますけれど

も、いずれにしても大事な財産です。私どもが育て

なくてはいけません。そういう意味でこれからの充

実に期待をいたしますので、どうぞよろしくお願い

いたしたいと思います。 
 続きまして、４番目に移ります。農業について、

耕作放棄地の現状と農地集積対策についてお尋ねを

いたします。農業とは、市長さんの所信表明にもあ

りますけれども、安全、安心で良質な食料の安定し

た供給をすることと環境保全という多面的な要素を

持っております。そこで、赤平市は、農業を守るた

めに後継者に対して農業研修や農業技術を習得する

ための費用を助成するといういわゆる農業後継者サ

ポート事業を実施しております。しかし、全国的に

見ますと今進みつつある耕作放棄地について赤平市

は一体どのようになっているのか、その赤平市の現

状について教えていただきたいと思います。 
 また、農水省は、農地集積対策として営農意欲の

ある農家の規模拡大と耕作放棄地の解消、生産コス

トの引き下げと、こういう目的で後押しする制度が

新年度より始まります。こうした農水省の農地流動

化計画を確実にするために農地の賃貸の計画を示す

人・農地プランの作成が今市町村に求められており

ますが、赤平市は一体どのような状況になっている

のかお知らせいただきたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 耕作放棄地でございますが、

現在市内の農業者人口のうち60歳以上の方が占める

割合は60％を超えておりまして、農業者の高齢化と
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後継者不足によりまして今後耕作放棄地がさらに増

加することが考えられます。 
 そこで、現状でありますが、平成21年度に実施を

いたしました現地調査でありますが、実際の土地の

状況から見て現状で耕作できないということで市あ

るいは農業委員会が判断した土地、21年度でありま

すが、集計した耕作放棄地は9.1ヘクタールと、こ

ういう面積でございました。そのために耕作放棄地

を所有しております地権者と農業委員会が協議した

結果、耕作放棄地の再生利用計画に基づき耕作され

る方を探すためにＪＡたきかわに委任をして作業を

行っていただいた結果、平成22年度には9.1ヘクタ

ールでありましたが、4.1ヘクタールの耕作放棄地

が解消されたというふうになっております。ただ、

今年度、平成23年度でありますが、農地集積のため

23年度は農業委員会が中心となりまして所有者に対

する指導、通知、勧告といったことを進めてまいり

ましたが、残念ながら23年度は解消はなかったと、

こういうふうに伺っているところでございます。 
 そこで、今後の問題でありますが、今後は人・農

地プランというそうで、私はまだ不勉強でよく中身

は承知していないのですが、地域の農業マスタープ

ランというものだそうでございます。内容について

は、集積に協力する農業者には協力金を配分すると

の内容だそうでございますが、これについてはまだ

詳細が、おおよそは示されているようでありますが、

まだちょっと解明点も含めまして不明な点もあるよ

うでありますが、いずれにしてもこれから取り組ま

なければならぬと、こんなことになっておりますの

で、まだ十分進んでおりませんが、そういうプラン

はやっぱり今後必要になってくるということでござ

います。 
 若干減りましたが、まだ残っているという現状で

ございます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。耕作放棄地、やっぱり農地が荒れれば国土が

荒れるわけで、特に日本の農業、特に北海道、今Ｔ

ＰＰ問題等で農業の改革が叫ばれております。国際

競争に勝つには何が必要か。やはり規模を拡大して

生産コストを下げることであろうと、そう言われて

おりますけれども、そういう意味からいくと農水省

が進めようとする人・農地プランについてはそれな

りの意味があるのでないかと思っていますが、特に

北海道は進んでいないという話を聞いております。

それは、今赤平市は60歳以上が60％、北海道は高い

のですが、そんなことでなかなか賃貸という条件を

クリアできない。北海道は、往々にして賃貸でなく

て売買で移っていくと。21年から22年度にかけて若

干の解消されたとはいえ、やはりなかなか進まない

と。こういう状況ではなかなかＴＰＰ問題も正面か

ら議論しづらいのでないかなという感じもしないわ

けでもありません。そんなことで、農業というのは

我々が生きていく上での基幹産業の一つです。ぜひ

こういった耕作放棄地がなくなるような対策を市長

さんとしても考えていかなければならぬだろうと思

っていますので、よろしくお願いをいたしたいと思

います。 
 次にまいります。⑤、地域医療の充実について、

ア、麻酔科、整形外科医師確保のめどはと、これに

ついてお尋ねをいたします。赤平市の医療の中核と

なる市立病院は、市民の命と健康を守り、安全、安

心な暮らしを確実にする大変大事な施設でもありま

す。近年医師不足の影響で年々規模を縮小してまい

りました。平成21年度からスタートいたしました経

営健全化計画は、多くの市民の協力と診療報酬収益

を目標を上回る市立病院職員の努力と、それから一

般会計からの繰り入れにより平成23年度決算におい

て不良債務を全額解消する見込みであるとのことで、

次の目標に向かって、いわゆる病棟改築に向けて本

格的に検討ができると喜んでおります。しかし、病

院の経営というのはまだまだ厳しいところがござい

ます。医師確保につきましても、少なくとも現状の

診療科、救急体制を維持するだけの医師は確保しな

ければならず、引き続き医師確保には全力を傾けて

いただきたいと、このように思っております。 
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 そこで、今回麻酔科医師の大学からの派遣中止が

報告されました。一瞬私ども病院の経営健全化計画

を見直しをしなければならないのかなとちょっと心

配をしましたが、数日後従来どおり医師の派遣が受

けられるということを新聞報道で知りました。ちょ

っと安堵した次第でございます。そこで、この一連

の麻酔科医師の派遣中止と、それから他病院からの

協力を得られるという話については若干の説明をし

ていただきたい、そのように思っております。 
 さらに、整形外科医師の常勤医師の確保の件でご

ざいますが、数年医師の派遣をなかなか得られない

という中で病院側も大変努力をしているのは聞いて

おりますが、これについても現状どのようになって

いるのかお聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 初めに、新年度に向けての

医師確保の状況でございますが、特別委員会でも報

告されているかとは思いますが、内科医につきまし

ては３月に１名退職をされますが、４月から新たに

２名の医師に勤務いただくこととなりました。その

うち１名は、これまで当病院にお勤めをいただいて

いた先生であり、もう一名につきましては足寄から

ご家族で赤平に移住をされるということとなってい

るところでございます。外科医につきましては、大

学から派遣をいただいている医師のほかに今まで臨

床研修医でありました医師が引き続き３年目当院に

勤務いただくということで進んでいるところでござ

います。 
 ご質問いただきました先般新聞報道もされました

麻酔科医の派遣停止についての経緯でございますが、

２月中旬に札幌医大の麻酔科の医局から病院のほう

に３月いっぱいで14名の医局員が医局を離れること

になったと。したがって、新年度から週１回の派遣

ができなくなる、こうした旨のご連絡をいただきま

した。早速翌日院長、副院長が飛んでいきまして、

大学の麻酔科の先生にお会いをいたしまして、これ

までのお礼と同時にいろいろご相談をさせていただ

きましたが、残念ながらやはり医局としての厳しい

現状を再度お話をいただいたということでございま

す。その後、札幌医大の麻酔科から常勤派遣されて

おりますお隣の滝川市立病院のほうといろいろと麻

酔科医の派遣についてお願いをし、相談をさせてい

ただき、また大学医局からのお口添えもいただきな

がら進めてまいりましたが、その結果４月から滝川

市立病院から麻酔科医を派遣、もとは札医というこ

とになりますが、そういうことで滝川に医大のほう

から何名かの常勤医の麻酔医を出しているというこ

とで、そちらのほうから派遣をいただくということ

でご了解をいただいたところでございます。 
 それから、整形外科の関係でございますが、整形

外科の外来につきましては現在すべての診療を非常

勤、出張医にて対応させていただいておりますが、

年度がわりということもございまして医師の入れか

わりはございますが、新たな出張医が確保されたと

いうことでございます。なおかつこれまで月に三、

四回整形外科の外来休診日ございましたが、新年度

はすべての曜日が埋まるということでございますの

で、平日の外来診療の休診はなくなったということ

で、そういう意味では毎日外来できる体制は確保で

きたということでは一歩前進できたかなと思います。

しかし、入院患者さん等のことを考えればやはり整

形外科の固定医が必要でありますし、これについて

はまだ確保できておりませんので、引き続き整形外

科の常勤の医師の確保には努力をしていかなければ

ならないということでございます。これが現状とい

うことでご了解いただきたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。隣の病院から麻酔科のドクターが来ていただ

ける、大変ありがたいことで、ただ、今までもそう

なのですが、緊急を要する手術についてはなかなか

麻酔医がいないとできないというところありますけ

れども、今度もやっぱり緊急はなかなか対応できな

いだろうと、そんな感じはしております。ただ、今

までは毎週たしか木曜日に麻酔科の医師が赤平の市

立病院に大学から来ていたのだけれども、今度は何
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曜日になるのかちょっとわかっておりませんけれど

も、これは後ほどまたお聞きいたしたいと思います。 
 それと、何よりもうれしいのは整形外科が外来診

察の休診日がなくなるということ、これは市民にと

って大変ありがたい話で、いろいろと患者さんの口

から整形の休診があるというのは非常に不便だよと

いう話は聞いているので、その辺の解消になるのか

なと喜んでおります。大変市長さんあるいは病院の

職員の皆さんにご苦労さんとお礼を申し上げたいと

思います。 
 次に、イの医療技術者のスキルアップの取り組み

についてお尋ねをいたします。日進月歩の医療につ

いて医療技術者のスキルアップは、特に医師に対す

るスキルアップは大変重要なことであると思ってお

ります。特に中央から離れて勤務する医師にとって

は、新しい技術や研究におくれたくないという思い

は、その思いが地方病院の勤務を鈍らせる、いわゆ

る医師不足を招いている一因の一つであろうと、こ

のようにも思っておりますし、新人研修医の統計に

もやはりすぐ研修ができる近くの病院を一番希望す

るのだと、そういうこともあります。そういうこと

で、赤平市立病院も毎年研究研修費を計上しており

ますが、十分に利用されているとは思われませんの

で、市立病院が医師及び医療技術者に対するスキル

アップに対してどのような取り組みをされているの

か、それについてお知らせいただきたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 医師も含めました医療技術

者のスキルアップについてでございますが、院長、

副院長、それから診療部長につきましては正直なか

なかやはり研修する時間がとれないというのが実情

でございますが、研修医を含む若い医師につきまし

ては入院あるいは外来診療の状況を見ながら、それ

ぞれ必要に応じて学会等研修会には参加いただいて

いるというふうに伺っております。また、医療技術

者に関してでございますが、経営健全化計画による

職員の適正配置を進めてきた中で、やはり過去に比

べ研修に参加することがなかなか厳しい状況にはご

ざいますが、職場内で工夫しながら参加いただいて

いるということでございます。 
 今後も、医療技術は日進月歩でありまして、勉強

はやはり必要だと思います。技術向上に向けた研修

につきましては、予算あるいは職場、現場の許せる

範囲でできる限り参加をしてまいりたいというふう

に考えておりますので、なかなか歯切れはよくあり

ませんけれども、できる限りのひとつ努力はさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 ぜひお医者さん、

医療技術者のスキルアップはやっていただきたい。

これが赤平市に、市立病院に定着していただける一

つの要因だろうとも思っていますので、よろしくお

願いをいたしたいと思います。 
 次にまいります。⑥、高齢者福祉について、ア、

成年後見の現状と今後の対応についてお尋ねをいた

します。このたびの市長の施政方針の中には高齢者

が一人でも安心して生活できるよう環境整備を進め

ながら支援体制を構築して、交流や活動ができる環

境づくりに努めると述べられておりますが、さらに

介護老人福祉施設の増床にも助成をされると。これ

らの政策については大いに賛成をいたしております。

特に介護老人福祉施設の増床については、高齢者の

ＱＯＬを高め、さらに家族の負担も少なくなり、高

齢化が進むこのまちにとっては大変すばらしい政策

であると高く評価もしております。 
 そこで、所信表明の中では触れておりませんでし

たが、高齢者福祉の一環として成年後見についてお

尋ねいたします。ご存じのように成年後見とは、認

知症、知的障害、精神障害などで自分の財産管理や

財産処分などができなくなる、いわゆる判断能力が

不十分な方々を保護し、支援する仕組みでございま

す。本年４月より老人福祉法の改正により市町村が

この後見等にかかわる体制の整備によりこの支援す

る人材の育成と研修に努めなければならないと、こ

のようにうたわれております。そこで、赤平市はこ
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の成年後見についてどのような現状になっていて、

今後どのような対応をしようとするのか、これにつ

いてお知らせいただきたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 高齢によります認知症、ま

た知的、精神障害などから判断能力が不十分な方が

増加してきているという、これは数字で出ておりま

す。また、少子化の影響や親族と疎遠となり、後見

を拒否をされ、親族による後見人を選定できないと、

こういう方もおりますことから、個人としての職業

後見人のほかに法定後見制度といたしまして弁護士

会、司法書士会、さらに社会福祉協議会などが会と

して受け、後見人を務めます法人後見人、また128

時間の養成研修を受けて登録をされ、家庭裁判所に

推薦された一般市民が務める市民後見人というもの

がございまして、それらの制度を活用する方々は冒

頭申し上げましたような傾向からますますやはりふ

えていくものというふうに見込まれております。 
 そこで、赤平市の現状でございますが、実績もご

ざいます。高齢者から地域包括支援センターに相談

がございまして、成年後見制度活用に向けた支援制

度の実績もございますし、24年度からは65歳以上を

対象にした地域支援事業の任意事業というのがござ

いますが、この任意事業、あるいは障害者を対象と

いたしました地域生活支援事業によります成年後見

制度利用支援事業というのもございまして、それぞ

れ取り組むという予定をいたしております。また、

介護施設などに入所されている方々におきましても、

現在は後見人を選定する必要のない状況の方であり

ましても将来の判断能力の低下に備え後見人となっ

てもらいたい人と契約を結んでおきます任意後見制

度という制度、この活用につきましても大変効果が

あるというふうに思っております。法人後見制度は

ある程度確立しておりますが、今後は一般市民が従

事をいたします市民後見制度の活用が図られるよう、

なかなか一自治体の対応というのは人の関係があり

まして難しいようでございまして、近隣自治体と連

携をして、共同で市民後見人養成講座を開催しては

どうかということもぜひ検討してまいりたいと考え

ているところでございます。 
 後見制度につきましては、まだまだ十分浸透して

いない面もあるかと思いますので、今後も健康教室

あるいは広報紙などを活用しながら、広くやはり市

民の方々に周知をしてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 
 以上です。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。赤平市単独でということにならないと思いま

す。現実に今北海道で１市３町、釧路市、それから

本別町、余市町、南富良野町とこの１市３町がもう

既に研修を実施しております。今市長さんがおっし

ゃるように赤平市単独でというのはなかなか難しい

とすれば、この近隣の市町とタイアップして、こう

いった後見人を育てる、育成するプログラムに携わ

っていただきたいと。これは、そう遠くない将来に

私どもの近辺で起き得る話なので、先ほども実績も

あるとおっしゃいましたので、ぜひこのことについ

てもなるべく早く取り組んでいただきたいと、この

ように思っておりますので、どうぞよろしくお願い

をいたします。 
 次に進みます。大綱２、教育行政執行方針につい

てお尋ねをいたします。①、学校教育の充実につい

て、ア、小学校社会科副読本についてお尋ねをいた

します。赤平市における教育方針の一つとして、子

供たちに確かな学力、豊かな心、たくましい体力を

はぐくむ学校教育の充実に努めると述べられており

ますが、平成24年度に小学校社会科の副読本を改訂

し、郷土が持つ文化や歴史を継承するとのことです

が、改訂の内容について従来使われてきたものとど

の程度違いがあるのか含めてお聞かせいただきたい

と思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 教育長。 
〇教育長（渡邊敏雄君） お答えいたします。 
 本市の社会科の副読本でありますけれども、最初

に赤平市でこの副読本をつくったのが昭和61年であ
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ります。その後、数回の改訂を経て現在に至ってい

るということであります。現在使用している社会科

の副読本は、平成18年に改訂したものでありますけ

れども、５年も経過しているということで、この間

に社会情勢の大きな変化もありますし、それらに対

応するために改訂が必要だということで今回作業を

進めることといたしました。 
 内容については、現代社会の変化、また赤平市内

もいろんな面で変動があったここ数年でありますの

で、最近の世情に合った資料の差しかえや文言の修

正を行っています。また、昨年小学校の教育課程が

改定されたこともあって、同時にそれらも含めて新

しい教科書との整合性を保つよう点検をしていると

ころであります。小学校で科目として社会科が入っ

てくるのは、小学校の３年生からであります。新教

育課程では全国一律の内容となっておりますが、３、

４年生というのは郷土学習が主となっていますので、

この郷土学習については今回改訂された副読本を教

材として、北海道及び赤平の歴史、さらには赤平に

おいては炭鉱の歴史といったものも織りまぜて、見

やすいような内容にするよう心がけて作成していま

す。また、３、４年生に限らず、今回改訂された副

読本については高学年での総合的な学習の時間、こ

れの副読本として、郷土読本としても活用できるよ

うに単元構成をしておりますので、体験談、エピソ

ード、あるいは写真等により理解できるように配慮

しているということであります。 
 いずれにしましても、教科書や副読本があるから、

それをそのまま使うのではなくて、教員自身が教科

書での学習のねらいや進め方を吟味して、地域の学

習ということを具体的に展開できるよう配慮しなが

ら進めていくということも大事でありますので、そ

の点も含めて学校現場を指導していきたいというふ

うに考えているところであります。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。私も副読本をちょっと見させていただきまし

た。所信表明に述べられているような郷土の文化と

か歴史とかと若干載っていますけれども、もう少し

掘り下げて改訂していただきたいなという気持ちが

あったものですから、今回こういう質問をさせてい

ただきました。赤平の開拓の歴史、炭鉱の歴史はど

っちかというと浅いのです、まだ。だけれども、赤

平開拓の歴史というのは明治24年ぐらいから始まっ

ているわけですから、そういう意味では非常に歴史

があるわけで、そういう意味含めて赤平市にまだま

だ知ってもらいたい部分あると思うのです。そうい

う意味で掘り下げていただきたいという気持ちから

こういう質問をさせていただきました。これで結構

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 次に、イの不登校についてお尋ねをいたします。

赤平市内の小中学校で不登校の生徒はいないだろう

と、そういう気持ちで思っておりましたら、このた

びの教育長の教育行政所信の中に不登校の解消に積

極的な生徒指導を通じて対応すると、こう述べられ

ておりました。そこで、私はそういないだろうと思

っていたのですが、調べてみたら数人の子供たちが

おりました。実は、昨年の赤平市内の中学校を卒業

した生徒の中に数人の、人数は申しません。数人の

長期欠席者が見られました。この長期欠席者は、在

学３年間のうちで150日近い欠席をしていると。多

分これが不登校者であろうと思っておりますが、彼

らが基礎的学力がないまま卒業させること、それが

本当に彼らにとっていいことなのかちょっと疑問に

も感じております。そのような形で、彼らにどのよ

うな指導をしてきたのか、その指導についての経過

についてもお話しいただきたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 教育長。 
〇教育長（渡邊敏雄君） 不登校についてでありま

すけれども、それと不登校生徒の進路にかかわる部

分だというふうに思います。議員ご指摘のとおり現

在中学校、主として中学校です。中学校において数

名の不登校の生徒がいるということは事実でありま

す。多くの場合は、家庭的な問題ということで、親

の言ってみれば保護能力等の問題もあって、それら

の解消については学校はもちろんですけれども、青
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少年センター、または福祉サイドとも連携をしなが

ら、日々解消に努めているというのが実態でありま

すが、なかなか思うような結果が得られていないと

いうこともまた事実であります。 
 不登校による基本的な学力の低下がいわば高校進

学後に問題を抱える原因ではないかというふうな議

員のご指摘だというふうに思いますけれども、中学

校ではこの不登校の解消というのは先ほど申し上げ

ましたようにあらゆる形、手段をとって不登校の解

消に努めているわけですが、中身でいきますと家庭

訪問等を随時実施して、親との連絡を頻繁にとって

いるということも事実でありますし、また登校した

生徒がその不登校生徒のところに勉強の資料という

のを持っていったり、また場合によっては保護者と

直接面談をすると。私も経験もありますけれども、

面談をするというふうなことも行っています。 
 いわゆる留年の問題ですよね。現行制度でも留年

は可能なのですが、言ってみれば法律、法令上、学

校教育法の施行規則だとか法律上の制約があるので

す。それは、義務教育、15歳を過ぎてしまうと、い

わば留年させることが学籍の除籍になってしまうと

いう。ということは卒業できないと、卒業できない

まま卒業というふうな形になってしまうという場合

もあるわけです。ですから、留年については非常に

慎重に学校としては扱っていると。私も経験ありま

すが、いわば最終的な卒業させるか、させないかと

いうのは校長の判断です。先生方の意見を聞いて、

校長が最終的に判断して卒業というふうに持ってい

くわけですが、そこに持っていくためにはいろんな

配慮しなければならないという、そういうこともあ

って、そして現状あるというふうなことであります。

したがって、教育委員会としては、学校に対してこ

ういうふうにしなさいということは、いわば基準み

たいなのを示すことできるけれども、実際に生徒を

扱っているのは学校現場ですから、だからそういっ

た意味では義務教育の期間中に対してできるだけ子

供とかかわりを持って、そして送り出してやるとい

うふうな思いで学校運営をしていただきたいという

ことで教育委員会としては指導はしているというこ

とでご理解をお願いをしたいというふうに思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。私も中学校を卒業して150日近い日数を休む

ということの問題が、当然これはもう学力なんか問

題にならないぐらい低いわけです。実質中学３年で

90日近い日にちを休んでいると。これはもう学校に

ついていけるわけがない。それを卒業させることに

ちょっと疑問を感じた部分あったものですから、こ

れもお聞きしました。学校側も現場として努力して

いることは話聞いております。父兄、保護者との面

談もしようとしても面談に応じない親が多いという

ことも聞いています。これは家庭の問題もあるでし

ょう。しかし、そういうことも含めて、やはりこの

子たちが将来どうなるのかと。今私の知る限りでは

高校に進んだ子が２名ほど退学しております。高校

に聞くと、退学、進路変更というのですね。退学し

たけれども、どうなのですかと聞いたらわかりませ

んと。何か子供を育てていくというか、何か大人が

責任放棄しているような気がしてならなかった。そ

ういう意味ではやっぱり義務教育の中でしっかりと

基礎学力をつけて、社会に出してやらなければなら

ぬのかなと、そういう思いもしております。いろい

ろと学校の現場も大変でしょうけれども、ひとつこ

ういうことがないようにぜひみんなで努力していた

だきたいなと、このように思っております。 
 次に、ウの教職員の資質についてお尋ねを申し上

げます。これについては、昨年の秋に道内において

公立小中学校の172校の学校で647人の教職員が架空

の研修届を出していたということで、不適切な勤務

が公表されました。このようなことは、子供たちや

保護者の信頼を損ないかねない大変な所業であると、

大変残念なことと思ってもおります。赤平市ではこ

んなことがないと思っておりますが、教育長として

このようなことがあったことについての見解をぜひ

お聞かせいただきたいと、このように思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 教育長。 
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〇教育長（渡邊敏雄君） お答えいたしますが、昨

年２月に行われた会計検査院の実地検査において道

内では教職員の不適切な勤務実態が指摘され、その

実態解明が進められています。現在も進められてい

ます。現在明らかにされた調査の報告では、具体的

には職務に専念する義務違反、職務に専念する義務

を怠っていた者や教育公務員としての資質を疑うも

のもあり、教育を預かる者としてはあってはならな

いという認識でいます。 
 本市においてですが、本市においては処分を伴う

ような指摘はありません。校外研修の中で出てきて

いるのは、校外研修権というのはあるわけですけれ

ども、教特法の22条に基づく校外研修なのですが、

これは長期休業中の校外研修権の問題なのですが、

校外研修の場所の変更をしていなかったと、変更を

報告していなかったと、校長に対して。承認するの

は校長ですから。いうことで報告していなかったな

どの届け出の不備を指摘されたものが何件かありま

す。教育委員会では、毎年、私が教育長になってか

ら毎年ですけれども、長期休業に入る際に私のほう

からも校長、教頭会を通じて職員に対して職務専念

義務の履行ということとあわせて長期休業中であっ

ても通常の勤務状態とは変わりませんよと、変わら

ないのだと。ただ、通常の勤務と違うのは、長期休

業中については要するに校外研修権が認められてい

るわけですから、だからそのときには研修計画書、

それから終わったら研修報告書、これを校長に提出

するということはしっかりやってほしいということ

で、言ってみれば教職員には研修を受ける機会を与

えなければならないという教特法の22条の条文を受

けた中身ですけれども、要するに長期休業中につい

ての研修も同時に奨励をするという取り組みもして

います。したがって、管理職に対しては、安易に長

期休業中の校外研修を認めるということはあっては

ならぬという校長に対しての指導もしています。 
 この勤務の実態調査をきっかけに、教員に対する

市民の目は非常にますます厳しくなっていくのでは

ないかというふうに危惧していますが、教員として

の資質の向上と公務員としての倫理意識を持つと、

保つということの指導を行って、言ってみればいさ

さかも市民から誤解を受けるような、そういう勤務

はあってはならないということの指導は、これは長

期休業中等も含めて教員に対して指導をしていると

いうことでご理解をお願いをしたいというふうに思

います。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいま教育長さ

んから赤平ではこのような事例がなかったというこ

とでちょっと安心もいたしております。赤平市の教

育は、テーマとして地域に信頼される赤平の教育を

つくろうという、こういうテーマで知育、徳育、体

育の調和のとれた教育を進めるのだと非常に高邁な

理想のもとに進められていると。こういう立派な理

想のもとに、いわゆる教育する立場の者が今おっし

ゃったように倫理に反するようなことがあれば、こ

の教育目標が崩れていくと。こういうこと赤平なっ

ておりません。非常に安心もいたしました。そんな

ことで、ぜひこれからも赤平の教育の原点としてこ

れを十分認識しながら、こんなことがないようにし

ていただきたいと、このように思っております。ど

うもありがとうございます。 
 最後になりますが、②の炭鉱資料の管理について

お尋ねをいたします。現在多くの炭鉱資料が旧住友

幼稚園に保存、保管をされております。このたびの

赤平市学校適正配置計画において前期として平成28

年度までに統合されると、そういうふうになってお

りますが、今あそこに保存されている炭鉱資料につ

いてはどのように考えているのか。移すにしても相

当膨大な量があるわけで、早くこれを検討しておか

なければ、なかなかすぐというわけにいかないと思

うのですが、これについて考えがあればお聞かせい

ただきたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 教育長。 
〇教育長（渡邊敏雄君） 炭鉱資料についてであり

ますけれども、質問の趣旨は学校の統廃合の中で炭

鉱資料館を将来どうするのかというふうな思いにつ
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いてのご質問だというふうに思いますが、現在ある

炭鉱資料館には住友赤平炭鉱から閉山時に寄贈され

た膨大な数、種類の採炭用具、機具類、あるいは文

化資料などが展示、収納されています。そこで、炭

鉱資料館の将来についてですけれども、これはまさ

に貴重な文化資料でありますし、数多くあるため場

所の確保も含めまして赤平市教育委員会としては大

変重要な課題であると。これをどうするのかという

部分については、重要な課題であるという認識を持

っています。しかし、市の財政健全化の中で文化、

体育施設など社会教育施設が休廃止されたことや、

さらに今進めている小中学校の適正配置計画がいよ

いよスタートするということによって、平成24年か

ら33年までの10年間で学校統廃合が進められていく

と。当然この炭鉱資料館の存続も重なってくるわけ

であります。そういった中で、特に先ほど市長も答

弁ありましたけれども、市全体の遊休公共施設等の

活用方針というのについては、昨年12月１日付で再

編がありました行財政改革推進本部の公共施設改革

専門部会において協議されることというふうになっ

ておりますので、今後その部会の中で十分に議論さ

れていくものではないかなと。その中には炭鉱資料

館を今後どうするのかというふうな部分も当然入っ

てくるというふうに思います。いずれにしましても、

予算、耐震化、場所、時期、人的条件などが伴うこ

とになりますので、将来的な課題でありますけれど

も、重要な問題であるというふうに認識をしていま

す。将来条件がそろった場合にどれだけ取り組むこ

とができるかを現在慎重に検討をしていかなければ

ならぬというふうに考えています。 
 また、現在炭鉱資料館の土地については、ここは

住友赤平小学校と同様に借地であります。したがっ

て、これらの借地を、統合の対象校に住友赤平小学

校はなっていますから、したがって市長部局とも十

分に協議しながら、この跡地について、跡地の活用

について、もちろん炭鉱資料館の今後も含めてどう

するのか十分に検討をしていきたいというふうに考

えていますので、ご理解をお願いをしたいというふ

うに思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市議員。 
〇９番（北市勲君） 〔登壇〕 この炭鉱資料館、

私も昨年見ましたけれども、相当な量があると。あ

れ住友炭鉱１炭だけの資料だと思うのですけれども、

いずれにしても学校の統廃合の中で今借りていると

ころが、置いてあるところが借地であるということ

を考えれば、やはりあの土地から動かざるを得ない

ときが来るのかなということで、それも大変大きな

予算も絡む話です。ぜひこのことについて市長部局

ともご相談の上、結論を出していただきたいという

ように思っています。 
 以上で私の質問終わりますが、この平成24年の赤

平市の運営については、市民がどういう市政を望む

のか、その辺の目線と感覚を我々が鋭く研ぎすませ

て考えなければならない。このたびの市役所の予算

編成見ても、第５次総合計画の推進に重点を置いた

予算であろうと思っています。これについては、ま

た予算委員会で審議させていただきますけれども、

いずれにしても私どもが求める、あるいは市民が求

める行政とはどういうことなのかと、こういうこと

をもう一度原点に立ち返って考えなければならぬか

なと、このように思っています。 
 きょうは市長の市政執行方針並びに教育長の執行

方針について質問させていただきました。以上で質

問を終わります。どうもありがとうございました。 
〇議長（獅畑輝明君） 質問順序２、議席番号５番、

若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 通告に基づき、

民主クラブを代表いたしまして市政執行方針並びに

教育行政執行方針について一般質問をいたしますの

で、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 
 大綱１、市政執行方針について、その１、財政健

全化と今後への課題についてであります。①、行政

サービスと財政健全化維持について。平成18年度に

発生した産炭地基金問題の一括返済に端を発した当

市の財政危機は、全国で下位から２番目という状況

にまで追い込まれました。しかし、財政健全化計画
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遂行による職員の早期退職、賃金の30％削減などに

始まり、市税等の負担増や一部施設の休止に伴い市

民生活に不自由をかけることともなりましたが、高

尾市長の指導のもと行政を初め市民総ぐるみの努力

が功を奏し、計画を４年も前倒ししての復興は称賛

に値するものと思われます。平成24年度の予算編成

は、一般会計や病院会計も含め正常化したと言える

と思いますが、健全化計画実施期間中に積み残され

た事業や復元しなければならない案件もあると思わ

れます。また、今後の万が一に備えて財政調整基金

の預金高の確保も図っていかなければならないと思

われますし、行政サービスとそのバランスをどうと

るのか、かじ取りの難しさが問われるところでござ

います。財政状況が正常化したと言える24年度予算

において、負担増となった市税の軽減を復元の第１

に挙げられたことは正しいことと思います。そして、

引き続き残された市税の復元に努めていただきたい

とも願うところでございます。 
 市政執行方針として５項目の主な施策を掲げられ

ておりますが、福祉、雇用、産業の振興、住環境の

整備、少子高齢化対策、病院問題等、また教育問題

も含めそれぞれに課題を抱えております。財源が限

られた中で、どのような課題を重点として市民要望

にこたえていくのか、基本的な考え方と取り組みに

ついてお伺いいたします。 
 また、苦しみの中からやっと立て直した財政状況

を今後どのようにして維持、堅持していくのか、財

政調整基金への考え方等についてもあわせてお伺い

いたします。よろしくお願いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） お答えをさせていただきま

す。 
 近年市町村合併問題、あるいは産炭地基金問題、

加えて新たな財政健全化法の対応など、行財政改革

を中心とした市政運営に集中せざるを得なかったと

いうのが実情でございまして、市民の皆様にも大変

なご苦労、ご協力を賜ってまいりましたが、先ほど

申し上げましたように病院事業会計の不良債務の全

額解消見込みによりまして危機的財政状況を回避す

ることとなります。回避はされますが、しかし引き

続き緊張感を持って財政運営に当たってまいらなけ

ればなりませんが、苦労をともにしてきた市民にと

りまして、まちの発展のために一歩前へ踏み出す施

策を実現することが私は市民要望にこたえることに

つながるものであるというふうに考えております。

新年度予算の中におきましても第５次赤平市総合計

画の５つの大綱に基づきまして、保健、福祉、産業、

教育、住環境、地域づくり等各施策を推進するため

の予算化を行い、特に産業振興、少子化対策、住環

境整備の３つの重点プロジェクトに関しまして中学

生以下の医療費無料化や産業振興、人材育成事業を

初め財政難によって取り組めなかった幾つかの新た

な事業の予算づけも行ったところでございます。限

られた予算ではございますが、引き続き市民との対

話を大切にしながら、未来を担う子供たち、そして

市民が希望を持てるような取り組みを展開してまい

りたいと考えております。 
 また、財政調整基金の考え方でございますが、当

市における地方交付税は、一般会計予算の歳入総額

の51.3％を占めております。国に対する依存率が非

常に高いということは、国の方針によって左右され

てしまいますし、近年さまざまな行財政改革に取り

組んでまいりました当市にとりましては、新たな改

革をするにもやはり時間を要するということが想定

されますので、今後のいろんな変化に対応するため

にもできる限り財政調整基金を維持することが大変

重要であるというふうに考えております。よろしく

ご理解いただきたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 これからも財政

健全化を堅持していただけるような、そんな安定し

た市政の運営をよろしくお願いしたいと思っており

ます。 
 続きまして、２つ目でありますが、イであります

が、人口減少に伴う今後の交付税の見通しについて

お尋ねいたします。近年市民は、死亡、または流出
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により毎年約350人規模で人口が減少しております。

今後の高齢化率を考えるときにそう遠くない時期に

１万人を切ると思われますし、交付税は４年後から

大幅に減少することでありましょう。近隣小規模市

町の現状が数年後の当市の現実ではないでしょうか。

当市では全体予算の中で交付税比率が50％を超えて

いるわけでございますが、人口の減少に加え長引く

不況から経済事情の悪化が続くと当市の税収入も減

少し、交付税への依存比率がさらに高くなっていく

と思われます。予算縮小への考え方や国への対応も

含め、交付税対策についてこれから先どう対処して

いくのかお伺いしたいと思います。 
 それから、交付税の問題ですので、もう一つあわ

せて質問したいと思います。ウの東日本大震災によ

る交付税への影響についてでございます。３月11日

の東日本大震災が発生してからちょうど１年がたち

ますが、改めて被災者へのお見舞いを申し上げます

とともに、国は山積されている諸課題を解決して、

一日でも早い被災地の復興を願うところでございま

す。国会での論戦を踏まえ、国は復興税等の別財源

で特別会計を計上、長期復興を図っていくというこ

とのようでありますが、平成24年度について、また

25年度以降について今後の交付税額に何らかの影響

はあると思われますが、見通しや考え方についてお

伺いいたします。 
 また、平成23年度の交付税額への影響も心配され

るわけでございますが、どのぐらいの金額が見込ま

れているのでしょうか。いつも今ごろ大体発表され

ていると思いますが、まだ発表されていないからわ

からないかもしれませんけれども、これについても

考え方あればお伺いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 最初に、人口減少に伴う今

後の交付税の見通しでございますが、人口減少によ

りまして地方交付税に与える影響は、与えるのは普

通交付税のほうでございます。ご承知のように普通

交付税の算定につきましては、各算定費目のうち国

勢調査人口によって計算されるものが多くございま

す。平成22年度の国勢調査人口の減少数1,764人を

平成23年度の普通交付税で単純に試算をいたします

と約３億7,000万円の影響額、減るという試算であ

りますが、３億7,000万円の影響額となりますが、

人口減少に関連する補正係数を加味した実際の影響

額、実際の減った額ということでありますが、約１

億7,000万円の減額というふうになっております。

この次の国勢調査人口が普通交付税に反映されます

のは平成28年度となりますが、その算定方法につき

ましては現段階で見通すことが困難でありますが、

人口減少が続く当市といたしましては人口減少等に

関連する補正係数を中心とした算定方法について今

後もやはり要望していかなければならないというふ

うに考えているところでございます。また、当面は、

国の財政戦略に基づく３年間の中期財政フレームは

地方財政計画に関連するものでありますので、やは

りこれも注視してまいらなければならないと思いま

す。 
 平成24年度につきましては、地方の一般財源総額

は平成23年度の水準並みに確保されておりますが、

しかしこれを毎年見直すことになっておりますため

に現実的には３年間の財源を見通すということは、

なかなかやはり見通すことに結びつかないというふ

うになってまいりますが、交付税の確保というのは

これはもう全国の自治体の共通課題でございますの

で、これも引き続き交付税の確保について市長会等

を通じ声は上げてまいらなければならないというふ

うに考えているところでございます。 
 それから、ウの東日本大震災による交付税への影

響についてでございますが、災害等に関連する特別

需要につきましては地方交付税上、特別交付税での

対応となってまいります。平成23年度の特別交付税

の額が確定していない状況ではございますが、昨年

８月に閣議決定しております中期財政フレーム、12

月に閣議決定しております平成24年度の地方財政の

見通し、予算編成上の留意事項などによりますと、

東日本大震災の復旧、復興対策にかかわる経費につ
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きましては通常収支と切り離した上で、今後３年間

の地方の一般財源の総額については平成23年度の地

方財政計画の水準を確保するというふうに明記をさ

れておりますし、実際に国も平成23年度に４次にわ

たり東日本大震災の復旧、復興への予算対応を行っ

ております。このことから東日本大震災による影響

につきましては、現段階としてはほとんど発生しな

いというふうに思われますが、被災地の復興は言う

までもなく長期化するというふうに予想されますの

で、平成25年度以降どう影響するのか、影響が発生

するか否かについては現状なかなか見通せないとい

う状況でございます。 
 なお、23年度の特別交付税についてでございます

が、ご承知のように冬場に入っての雪害等の影響も

ございまして、３月分の交付決定はそろそろであり

ますが、昨年は３月18日に交付決定ありましたが、

ことしはそうした雪害もありましたので、少しおく

れると、おくれるのではないかという情報でござい

ます。そこで、23年度の特別交付税の総額としては、

東日本大震災以外の自然災害も発生いたしましたた

めに平成22年度の交付額より減額になるというふう

に予想はいたしますが、赤平の現行予算かなり厳し

く見積もっておりますので、まだ決定はしておりま

せんが、恐らく億単位で予算よりは増額になるとい

うふうに期待はしているところでございます。 
 以上でございます。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ご丁寧に答弁あ

りがとうございました。実質交付税が１億7,000万

減ということもわかりましたし、それからこれから

の考え方についても理解したところでございます。 
 続きまして、②、第５赤平市総合計画についてお

尋ねいたします。ア、計画人口の見直しについてで

あります。第５次赤平市総合計画は、当市の平成21

年から30年までの中期的まちづくりの計画でありま

す。昨年も第５次赤平市総合計画についての質問で、

10年後の目標数字は高く設定されており、人口減の

推移を想定したとき現実的数字を見きわめ、早急に

修正するべきとの意見をこの場で述べましたが、計

画の折り返し地点で見直すとの答弁でございました

ので、再度質問させていただきますが、平成22年11

月の国勢調査時の人口は１万2,637人、平成17年の

国調では１万4,401人ですから５年間で1,764人の減

となっております。また、第５次赤平市総合計画に

おいては、計画策定時の平成20年度の人口は１万3,

716人であり、平成30年度での人口は１万238人とな

っております。まちづくりの基本は人口であります

ので、目標を定めても人口の推移を見きわめ、極端

な変化があれば設定のやり直しが必要ではないかと

思っております。答弁どおりですと平成25年に見直

し、26年からの計画変更となるわけでありますが、

想定人口の見直しをして、時によっては施策を変更

する必要性もあるのではないかと思っておりますが、

この計画変更その他についての見直しについて考え

方があればお伺いしたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） お答えをさせていただきま

す。 
 第５次赤平市総合計画策定時点で人口推計の方法

としてコーホート要因法と、こういう方法で人口推

計を行った結果、平成30年度に１万238人の人口、1

0年間の減少率が25％となったところでございます

が、しかし諸施策を推進することによりまして何と

かこの25％の減少率を15％に抑えたい、こういう思

いから１万1,600人を平成30年度の将来目標人口と

定めたところでございます。しかし、平成23年度の

推計人口１万2,648人、目標人口１万3,076人に対し

まして住民基本台帳人口は１万2,508人となってお

り、推計人口も下回っている状況でございます。ま

た、平成22年度の国勢調査でも前回の平成17年と比

較をして12.2％の減少となっておりますが、こうし

た傾向は空知の旧産炭地域すべてに見られ、いまだ

に基幹産業を失った影響を受け続けているというふ

うに言えると思います。 
 そのため新年度予算の中でも総合計画が示す３つ

の重点プロジェクトを中心に新規事業も含め予算化
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をさせていただいておりますが、人口減少に歯どめ

をかけるにはこの３つの重点プロジェクトを一体的

に推し進めるとともに、高齢者福祉や医療等の充実

など安心、安全な暮らしを守り、地域活性化を図る

ため総体的な取り組みを展開する必要があり、まず

は第５次赤平市総合計画の諸施策の実現に全力を尽

くすことが最も大事なことでありまして、総合計画

の目標人口の見直しにつきましては後期となります

平成26年度以降の実施計画策定の際に改めて判断を

してまいりたいと思います。あくまでも総合計画に

示します人口につきましては目標人口ということ、

目標でありまして、推計人口ではないということで、

努力目標ということでございますので、ぜひご理解

をいただいておきたいと思います。 
 以上でございます。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ありがとうござ

いました。昨年と大体同じような答弁でありますの

で、そういう部分では理解いたしました。 
 私が聞いている、目標人口と実績の推計人口とで

余り隔たりがあり過ぎますとやっぱり計画に狂いが

生じてくるのではないかと、そういう心配のもとに

こういう質問をさせていただいたわけでありますけ

れども、これからも目標人口に向かってそれなりの

施策を実施していただきたいなと、いただければと

願うところでございます。 
 続きまして、イ、まちづくり基本条例についてお

伺いいたします。まちづくり基本条例は、当初は自

治体が主導して条例をつくり、それを基本にしてま

ちづくりをするところが多かったようでありますが、

近年は少子高齢化による行政ニーズの多様化、国、

地方の厳しい財政状況、さらにはＮＰＯやボランテ

ィアなどさまざまなまちづくりの担い手の出現など

地方自治体を取り巻く環境は大きく変化してきてい

ることから、市民と行政が互いに力を合わせる協働

のまちづくりが進められ、最近は市民検討委員会が

設置され、市長への提言書というスタイルが多くな

ってきているようであります。当市におきましても

駅裏開発や炭鉱遺産問題等、市民の声を聞きながら

まちづくりを進めていかなければならない場面も出

てくるわけでございますし、市民ぐるみの地域防災

活動や訓練、花壇などの植栽、ごみを拾ってきれい

なまちづくりのクリーン大作戦、ボランティアによ

る地域のお年寄りの見守りなど、多種多様な課題の

解決のためにも早急に検討委員会を立ち上げるなど

して、基本条例制定に向けた取り組みがなされるべ

きと思いますが、これについてのまちづくり条例に

ついての考え方についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） まちづくり基本条例につき

ましては、ご承知かと思いますが、平成13年にニセ

コ町が情報共有と住民参加をまちづくりの２大原則

といたしまして全国で初めて制定し、以来全国各地

でこの条例化が進められております。この条例の目

的は、まちづくりの基本理念や指針を示すもので、

各自治体によってその内容は異なりますが、近年の

傾向としては市民、議会、行政のおのおのの役割や

責任、情報共有、そして市民参加等を明示しており、

これらはまちづくりの基本となるものでありまして、

時の首長によって左右されるものではないとの考え

でつくられているようでございます。一方では、地

域主権社会の進展や財政問題等を機に、どこのまち

でも以前と比較をいたしますとはるかに情報共有が

進められ、さらにまちづくりに関する市民意識も大

きく変化をしている中、当然のことをあえて条例化

する必要があるのかといった声も出始め、条例化を

見送っている自治体も最近はございます。 
 私自身は、こういう大事な条例をただつくればい

いというふうに思っておりません。制定する場合は、

市民の皆さんと十分時間をかけて、十分に議論を尽

くす、その過程自体が今後のまちづくりにとって大

変大事であるというふうに考えております。近年ま

ちづくり講演会を開催するなど市民のまちづくりに

対する意識高揚に努めてまいりましたが、新年度は

市民組織を設立した上でしっかりと議論を交わし、

その結果としてまちづくり基本条例の是非について
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判断をしていきたいというふうに考えているところ

でございます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 答弁ありがとう

ございました。私は、まちづくり条例をつくって、

それをベースにしてという考え方でございましたけ

れども、ただいまの答弁で理解いたしました。まち

づくりの条例については、じっくり考えて検討して

ということでございますので、そういう意味ではま

ちづくりをするほうが先だと、それにあわせて条例

をつくっていく、そんなふうにも聞こえております

が、そういう意味では私も条例の制定もさることな

がらまちづくりというところではぜひそういう意味

での参加をさせていただきたいと思っております。 
 次、③、市立赤平総合病院について、ア、財政健

全化に伴う今後の課題について２点ほどお伺いいた

します。まず、一番大切な医師確保対策についてお

伺いいたします。最近札幌医大の麻酔科医師が大量

に医局を辞職したとのことでありますが、当市では

近隣病院から麻酔科医師の確保ができ、手術には大

きく影響しないとのことであるかに聞いております。

本当に医師確保あっての病院健全化計画であります。

医師確保対策委員会は、平成22年度でその役目は終

わりましたが、病院長以下のスタッフにはその精神

が今も引き続き生かされていると思っております。

長年の活動やベテラン医師による研修医への指導、

支援が功を奏し、研修後に当院に残ってくれる医師

や、また都会の病院から地元赤平の小規模病院に戻

ってくる医師など、長年の苦労が今実っているよう

な感じがいたします。関係者の努力を含め、当院に

は医師を育てる素養があると思われます。ご苦労さ

れているスタッフの皆さんや着任された医師の皆さ

んには、市民の皆さんとともに感謝するところであ

ります。 
 このように医師確保には人と人とのきずなやつな

がりが一番大切なように感じられます。これからは、

医局からの医師確保はますますと難しくなると思わ

れますので、各病院間のコミュニケーションや人間

関係を第一とし、人脈を生かしながらの医師確保が

最重要かと思われます。現在のところは何とか内科

医を中心に医師確保がなされておりますが、研修医

を含めた今後の医師確保の見通しについてお伺いい

たします。ただいま前段で同僚議員からもこの種の

質問がございましたので、重複する部分もあるかと

思いますが、私は人間関係を重視した医師確保と、

そんな観点から質問しておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 医師確保対策についてでご

ざいますが、前者の質問でもお答えをさせていただ

きましたとおり、かねてからの重要課題でありまし

た内科医の確保につきましては４月から２名の医師

を確保することができ、当面の診療体制としては十

分対応可能な体制を整えることができたものと思っ

ています。こうした成果につきましては、昨年まで

の医師確保対策委員会の活動を初め、研修指定病院

として多くの研修医の方々に研修を積んでいただく

中、当病院の事情や状況を深くご理解をいただき、

その上でこのたびの着任を選択していただきました

ことは、議員からもおっしゃっていただきましたと

おり、地道な活動、そして人と人とのつながりが少

しずつ実を結んだ結果であると私も思っております

し、大変ありがたく感謝をしているところでござい

ます。さらに、24年度も新たに２名の研修医の方々

に着任をいただく見通しとなっておりますので、こ

うした縁を大切にしながら、改めて長期的な展望に

立ち、今後もこの体制を維持していくため引き続き

勤務いただく医師の方々の働きやすい環境をできる

限り整えてまいりたいと考えております。 
 また、これも先ほど申し上げましたが、４月から

整形外来につきましてはすべての曜日で、非常勤で

ありますが、医師の着任をいただけることとなりま

したが、やはり入院患者さんへの対応を考えた場合

常勤の整形外科医が必要であり、さらに麻酔科医の

安定的な確保など市民の皆さんが安心して医療を受

けることができる環境を確実に維持できるよう、引
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き続き努力をしてまいらなければならないというふ

うに思っておりますので、今後ともご指導いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ありがとうござ

いました。医師確保につきましては、大変難しい話

ではございますけれども、やはり病院健全化の基本

でございますので、医師確保対策、万全を尽くして

確実にお願いしたいと、このように申し上げておき

たいと思います。 
 続きまして、次に市民サービスについてお伺いい

たします。先日親戚の女性のお年寄りが市立病院で

３カ月ほどお世話になり、息を引き取りました。先

日遺族から電話がかかってきまして、看護中も丁寧

に扱ってもらった上、遺体を引き取りに行ったとき

担当の医師と看護師さんが頭を下げ、丁寧に見送っ

てくれたとのことで感激しており、十数年前と比較

して病院の中が大変改善されたと、このように評価

しておりました。このことをまずお伝えしておきた

いと思います。 
 このたび市立病院の経営健全化計画が実を結びま

した。しかし、経営改善されたという反面、優秀な

看護師や医師がやめてしまうなどして、患者へのサ

ービス低下につながってこないかと心配されるとこ

ろでもございます。一部の患者さんや家族から不満

も聞こえてきますが、できるだけ苦情の出ない接遇

について今後どう対処していくのか考え方があれば

お伺いしたいと思います。健全化計画の実施という

のは、数字を求めた極端な合理化の遂行であります

から、各所にひずみができて当たり前でありますが、

極端なひずみは職員や看護師、患者の精神状態に大

きく影響することだと思います。これらへの考え方

や対応についてもあわせて伺いたいと思いますので、

よろしくお願いします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 財政健全化に関連いたしま

して市民サービスのご質問でございますが、経営健

全化を推進するに当たりましては、病床数の削減を

初め多くの職員を退職という形で失う結果となりま

したことは私にとりましても極めて残念でありまし

て、私自身の責任も痛感をしているところでありま

す。また、一方で残された職員も大変な苦労をかけ

ておりますが、やはり市立病院の存続、地域の医療

ニーズにこたえていくということはやはり私どもの

責任でありまして、退職された職員の思いにこたえ

るためにも私どもは懸命に努力をしていかなければ

ならないと思っています。 
 こうした中で、このサービスの低下についてのご

懸念でございますが、日ごろより常に患者さん、あ

るいは家族の立場に立った対応を心がけることは当

然のことでございまして、接遇の向上に関しまして

は全職員を対象とする接遇の講習会等を実施をして

いるところでございます。このたびの経営健全化計

画の意義は病院を存続させるために策定されたもの

であり、必要という市民の方々のニーズや要望があ

ってこその市立病院でありますので、いろいろと課

題はございますし、ございましたが、今後とも経営

の安定を確保しつつ、当市立赤平総合病院の理念で

あります市民に愛され、信頼され、選ばれる病院と

して今後も努力をしてまいらなければならないと思

っているところでございます。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 わかりました。

これからも患者さんを中心にした市民サービス、こ

れに徹して、やっぱり市民に愛される病院づくりと

いうことでよろしくお願いしたいと思います。 
 次に、イ、入院病棟の建てかえについてでありま

す。市立病院の病棟建てかえ問題については、消防

本庁舎の移転新築の決定により後回しになった感が

ありますが、これからの当市にとって建てかえは必

要であります。市政執行方針の中では、市民の声を

聞きながら検討するとのことでありますが、高齢化

していく市民にとって地元の病院はなくてはならな

い存在でありますし、その病院がいまだに臭い、汚

い、そして男女共同のトイレであります。早く改善

するために建てかえを急ぐべきと考えております。
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また、10年、20年先の人口減に対しての対応として、

病棟そのものを介護施設に転用できるような将来的

にも利用価値のある建設設計にするべきとも考えま

す。消防本庁舎建てかえの後は、ぜひ病棟の建てか

えを願うところでございます。過疎債適用なども含

め、財源が許す限り可能であれば雇用対策も兼ねた

大型事業ともなるわけでございますので、これらに

ついての考え方はいろいろと話は伺っておりますが、

あえてお伺いいたします。よろしくお願いいたしま

す。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 病院の病棟の建てかえにつ

いてでございますが、ご承知かと思いますが、現病

棟は昭和39年建設であり、間もなく50年を迎えよう

としている状況でございまして、老朽化が著しく、

また入院患者さんにも大変なご不便をおかけしてい

るということはご指摘のとおりでありますし、私も

十分そうしたことは認識をしているところでござい

ます。同時に耐震化の問題、さらに年々ふえてまい

ります修繕費用、さらに原油価格の高騰が続く状況

にありまして、病床削減以後極めて非効率な対応を

続けざるを得ない状況が続いており、現状のままで

は解決できない課題が山積していることも事実でご

ざいます。一方、経営健全化の状況につきましては、

ご承知のとおり平成23年度をもちまして不良債務の

全額解消を図る見通しとなり、本年度の決算認定を

受け、経営健全化計画完了報告書の提出、これは秋

ごろに、大体９月ぐらいになると思いますが、この

完了報告書の提出をもって健全化を果たしたと、こ

ういう位置づけと私どもはとらえております。 
 いずれにいたしましても、病棟建てかえの議論に

つきましては、本年秋の経営健全化計画の完了報告

以後におきまして、常に注視をしなければならない

診療報酬の動向、また人口や患者数の推移を見きわ

めた中で経営の見通しを再度慎重に議論を重ね、そ

の上で過去の反省や将来の財政負担をかんがみ、住

民懇談会を初め改めて市民の皆様のご意見を伺いな

がら検討を進めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で経営健全化の完了報告以後ということでございま

すけれども、そのときに病棟の建てかえ問題、ぜひ

前向きなご努力をお願いしたいと思っております。

この辺については要請といたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時０７分 休 憩） 
                       

（午後 １時００分 再 開） 
〇議長（獅畑輝明君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 午前中に引き続

き質問させていただきます。 
 ④、雇用対策について、ア、公共建設事業の確保

についてであります。今まで厳しい財政事情の中で、

空知産炭地域総合発展基金の活用も含め公共事業を

行ってまいりましたが、旧基金も終了し、余裕の財

源もなくなりました。大型事業は、計画どおりに遂

行されておりますが、中小零細企業の会社が倒産し

ないで経営していけるだけの仕事量は不足している

のではと思っております。不況は長引き、空知管内

でも倒産する会社が少なからず出ておりますが、市

内の中小企業を倒産から守らなければならず、人口

維持の観点からも雇用の確保を図らなければなりま

せん。財政健全化計画実施中は、発注工事も抑えて

きた経緯がございます。今後の公共建設事業確保へ

の考え方についてお伺いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 公共建設事業につきまして

は、地元の経済雇用対策に結びつくということは十

分承知をいたしております。当市といたしましては、

平成19年度以降に空知産炭地域総合発展基金の基盤

整備事業を活用いたしまして、平成23年12月までの

時限の間に総額で約８億4,000万円を公共建設事業

の財源としてまいりました。ご承知のようにこの基
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金につきましては、24年度以降なくなることにより

まして起債を増額せざるを得ないわけでございます

が、病院事業会計の不良債務を解消した後、今後の

財政課題というのは公債費比率、将来負担比率とな

ってまいりますので、こうした財政指標とのバラン

スを十分意識をしながら、念頭に置きながら、この

公共建設事業を進めてまいらなければならないと思

います。そういうことでございますので、よろしく

お願いしたいと思いますが、新年度におきましては

23年度からの繰り越し事業を含めますと一般会計で

約６億8,000万円の普通建設事業ということであり

ますが、さらにこれは性質別に分類したからこうい

う数字でありますが、維持補修費の中にも結構ござ

いまして、維持補修費の工事費としても約１億5,00

0万円を予算計上しておりますので、かなり幅広く

行き渡るのではないかというふうに考えております

し、限られた財源の中で可能な限り予算編成に努め

たということでございますので、よろしくお願いい

たします。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 雇用確保対策そ

のものが人口流出に歯どめをかけるということでご

ざいますので、今後とも公共事業につきましての特

段の配慮をお願いするところでございます。 
 続きまして、イ、市内企業の育成について。長引

く日本経済の低迷の中で、市内各企業におきまして

は大変厳しい状況下にあると思います。当市の財政

事情の悪化した時期は、空知産炭地域総合発展基金

に大いに助けられたことでございますが、他市に比

べ旧基金と言われる基盤整備事業を上手に使い切っ

たことは評価されるところでございます。また、今

までにも市内企業の育成に大いに貢献した新基金と

言われる新産業創造等事業の財源は残すところわず

かとなりましたが、これもまた上手に使い切ってほ

しいものでございます。現在産業フェスティバル実

行委員会への補助金や新設された赤平市チャレン

ジ・アレンジ産業振興奨励事業補助金、産業振興人

財育成事業交付金等がありますが、これらの事業や

財源をどう生かし、市内の企業をどう指導し、育成

していくのかお伺いいたします。 
 また、若い人たちの人材育成のために、そして当

市への移住、定住者増を図るために官民一体となっ

た新たな住宅政策や子育て支援を模索するべきと考

えております。以前からいろいろな角度より検討さ

れていることではありますが、実施に移さなければ

効果は出ないわけであります。官民合同のプロジェ

クトをつくり、早急に取り組まれてはいかがでしょ

うか。考え方についてお伺いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） お答えを申し上げます。 
 産業振興策にかかわる新たな施策などにつきまし

ては、既に所管の委員会でも説明をさせております

し、予算の提案説明あるいは執行方針にも述べてお

りますが、特に産業振興につきましては市内部に構

成しております産業振興プロジェクトチームにおい

て協議を重ねているところであります。また、昨年

実施をいたしました企業進出意向調査、さらに産企

協の会員企業を中心に市内企業からの意見もお聞き

をしながら検討してきているところでございます。 
 そこで、現在の厳しい経済情勢を勘案した中で地

場産業、特に技術力が集積している当市の産業をさ

らに推進していくために何が必要か検討し、また産

企協を中心に企業ニーズを調査させていただきまし

たところ、やはりこれからの企業を支えていく人材

育成ということが大変急務であるというご意見も多

くいただきましたことから、既に説明をさせていた

だいておりますが、新年度から企業間の連携、人材

育成を目指し、産業振興人財育成事業、さらに新製

品開発など地場企業の支援、育成のための赤平市チ

ャレンジ・アレンジ産業振興奨励事業補助金、こう

したものを新たに創設をするものでございます。ま

た、空知産炭地域総合発展基金の新基金の残高も残

りが少なくなってまいりましたことから、今般条例

改正を提案させていただいておりますが、赤平市企

業振興促進条例、これにおきます優遇策の拡充につ

いて今回提案をさせていただいているところでござ
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います。なお、この企業振興促進条例、特に期限は

設けておりません。いずれにいたしましても、この

ような新たな施策を推進することで地域経済の活性

化、雇用確保に努めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 
 また、移住、定住に関しまして、住宅政策でござ

いますが、いろいろ私どもアンケートを含めてそう

いう作業も進めておりますが、市外に居住されてい

る方が赤平に勤務した場合、完全に通勤範囲ですの

で、市内にうちを移すということはアンケートの結

果もそういう数字は出てまいりません、余り。ゼロ

ではございませんが、完全に通勤圏内ということは

やはり私どもは理解しなければならないのではない

かと思います。ただ、新規採用された方、もちろん

結婚で世帯持つ方もなると思いますが、そうした新

規採用によりまして市内に住居を求めると、こうし

た企業ニーズはございますので、こうしたことも含

めましてこの産業振興、住環境整備、こういう面か

らさらにこのプロジェクトで検討していかなければ

ならないと思いますし、あわせて少子化対策、今回

も中学生医療費無料化出しておりますし、そのほか

の経費負担の軽減もやっておりますが、まさにそれ

は少子化対策でございますので、この点につきまし

ても引き続き十分検討させていただきたいというふ

うに考えているところでございます。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 理解いたしまし

た。ありがとうございます。 
 次、⑤、介護保険事業の充実について、ア、介護

福祉施設の増床整備についてであります。国民全体

の高齢化に伴い、年金、医療、介護と国の福祉予算

も年々増額しつつ、私たちの将来も見据えた制度改

革に今国会でも議論伯仲しているところでございま

す。当市におきましても年々高齢化率は高まり、各

種施設への入所待機者は多く、平成24年度の予算審

議にあるように30床の増床が見込まれ、完成すると

市民は大きく安心するところでございます。しかし、

反面介護保険料が上がることになるわけで、施設の

恩恵にあずかる人はありがたいと言い、利用してい

ない人たちは保険料が高過ぎるということになるわ

けでございます。平成24年度は、月額900円の増額

が予定されておりますが、財源問題も含め今後の傾

向について考え方があればお伺いしたいと思います。 
 また、広域連合のような考え方が浮上しているよ

うな話も聞いておりますが、現実的にはいかがなも

のでしょうか。これからは団塊世代と言われる人た

ちの高齢化が進むと各種の介護施設がさらに必要と

なり、当市としても許認可の関係で増床整備が必要

となりますが、将来への取り組み等の考えがあれば

あわせて伺いたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 介護老人福祉施設、いわゆ

る特別養護老人ホームの増設につきましては、本年

４月からスタートいたします平成24年度から26年度

までの３カ年の第５期高齢者保健福祉計画、介護保

険事業計画におきまして市内事業者より30床増床し、

計画期間内の平成25年度当初から運用を開始する施

設整備計画がございまして、運用が開始されますと

入所待機者のある程度の解消が図られるものという

ふうに思っております。介護施設等がふえることは、

利用者にとりましては望ましいことではございます

が、ご意見のように一方では介護保険料の上昇に影

響してまいります。当市では特別養護老人ホームが

１床、ベッド１つです、１床ふえることにより65歳

以上の第１号被保険者につきましては１床当たり月

額約10円保険料が上昇するということになっており

ます。第５期介護保険事業計画期間内において保険

料の上昇を抑えるために介護給付費準備基金と北海

道介護保険財政安定化基金の取り崩しなどを行い、

保険料の上昇を月額300円抑制をいたしましたが、

しかしサービス利用者が増加していることにより結

果として月額900円上昇することになり、サービス

を利用していない方々にとりましては負担金が大変

大きいのではないかと思います。 
 こうした中、介護保険制度につきましては、保険

料に一律に減免措置を講ずるということは認められ
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ておりませんし、また保険料減免による財源不足を

補うために一般会計から繰り入れをするということ

も認められておりません。また、ご質問ございまし

た広域連合についてでございますが、現状の当市の

保険料ではまだ全道平均より若干低くなるというふ

うに見込んでおりますが、他の過疎地域と同様に第

１号被保険者が減少していく中でも介護サービス利

用者がふえる傾向にあり、それが保険料の上昇の要

因となりますことから、いわゆる全道規模での広域

連合化というのも一つの私は方策だというふうに思

いますが、現状では具体的な議論はまだされていな

いということでございます。 
 施設の入所を希望し、待機している方、市内施設

の入所を希望しながら、施設にあきがないためやむ

を得ず市外施設に入所している方、さらに家庭内に

おける介護力も低下しつつありますことから、在宅

で暮らしていけず施設入所を希望する高齢者が今後

もふえていくものと思っております。今後におきま

しても施設増設等の整備は必要とは思いますが、介

護保険料の上昇にも大きく影響いたしますことから、

保険料負担とのバランスを図りながら施設整備を進

めていく必要があるのではないかと思っているとこ

ろでございます。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ありがとうござ

いました。そういう福祉の関係については、また別

途機会があれば質問したいと思います。 
 続きまして、イ、介護従事者の質の維持、向上に

ついてであります。近年日本人の看護師や介護従事

者が不足し、東南アジアからの修習生が多くなって

きておりますか、彼女たちは国柄がそうなのか、基

本的に優しいと言われているようであります。施設

でのお年寄りには優しくしてくれるのが一番であり

ます。介護施設においての仕事はきつく、その割に

賃金は安く、重度の被介護者数の割合がふえると介

護量もふえ、ストレスがたまってまいります。とも

すると弱者である入所者に八つ当たりすることがあ

るのかとも思います。最近各種福祉施設において監

視カメラでの摘発により入所者への虐待問題が摘発、

クローズアップされておりますが、事故が起きない

よう、また介護者の質の維持、向上のため常に介護

教育が必要かと思われます。当市の施設においての

介護教育はどのような形で行われているのかお尋ね

いたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 介護事業に従事する方々は、

在宅サービスを行うホームヘルパーや施設介護に従

事する介護員などがおり、各事業所におきましては

人手不足により人材の確保に大変苦労しているとい

う状況でございます。各事業所におきましては、従

事者の介護技術の向上を図るために各種研修会への

参加、あるいは事業所内での研修を実施をしており、

またこうした仕事に従事をされている方個々人にお

きましても介護福祉士などの資格を取得するため研

さんにも取り組んでいるというふうに考えておりま

す。また、市といたしましても地域包括支援センタ

ーにおきまして医療と介護の連携と介護技術の向上

を図るため、介護従事者や医療ソーシャルワーカー

などを対象として毎月地域ケア会議を実施をいたし

まして、情報交換と講師を招いての講演、あるいは

実技指導などにより介護従事者の質の維持、向上に

努めておりますが、今後におきましてもよりよい介

護サービスが提供されるように研修会の充実を図っ

てまいりたいというふうに思っております。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 当市においての

虐待問題が発生しないよう介護従事者の質の維持、

向上につきましてこれからも引き続きお願いすると

ころでございます。 
 次に、⑥、消防行政についてであります。ア、救

急救命士の任務と教育について。一刻を争う人命救

助のために大規模病院では救急外来を開設し、北海

道でもドクターヘリを３機にふやしました。当市で

も市民の高齢化とともに救急車の出動回数がふえ、

救急患者の対応に追われることが多くなってきてい

ることだと思いますが、生命の安全にいっときを急
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がれる急患に付き添われる救急救命士の任務と教育

についてお伺いいたします。現在当市の消防署に救

急救命士は８名在籍とのことでございますが、救命

士の救急技術も年々高度化しており、救命措置も法

改正とともに多様化され、救命士の任務の負担が大

となってきております。救急患者にはなくてはなら

ない存在でありますが、しかしたまには救命士の技

術的対応や判断ミスによる事故も報道されており、

訴訟にまで発展するケースもあるようでありますし、

中にはそのことが原因でうつになる人も出ていると

のことであります。市民の命の安心、安全の最先端

にいる救急救命士については、救命率向上のため医

療技術の研さんも問われます。日常的な訓練や教育

はどうなされているのか。ミスに伴う心のケアにつ

いてどう対応していくのかお伺いいたします。 
 なお、今後に救命士の採用予定があればあわせて

お願いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 平成３年の救急救命士法の

施行により運用が開始された救急救命士は、救急活

動において救命救急士以外の救急隊員では使用する

ことのできない医療器具を使い、傷病者に高度な救

命処置等を行うことを任務といたしております。多

様化する救急活動事案に対応するため、消防学校救

急課程への派遣、医療機関での院内研修、また北海

道救急医学会救急隊員部会、さらに中空知救急症例

検討会などの研修会に参加するなど、医療技術のた

め努力はしているところでございます。 
 また、救急隊員の外傷後ストレス障害の対応につ

きましては、予防チェックリストを活用し、症状に

応じて医療機関を受診させるようにしております。 
 さらに、救急救命士の体制についてのお尋ねでご

ざいますが、現在の人員で対応可能ということでご

ざいますので、今後退職など欠員が生じた際にはや

はり補充してまいりたいというふうに考えておりま

す。 
 今後におきましても救急救命士の処置範囲の拡大

等の対応も含め、さらなる救急救命士の教育に取り

組んでまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ８名で間に合っ

ているということでございますので、わかりました。

消防職員の皆さんや、特に救命隊員の皆さんには市

民の命がかかっておりますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 
 次、⑦、障害者支援対策について、ア、孤立死対

策についてであります。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山さん、団員については

いいのですか。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ごめんなさい、

失礼しました。 
 イ、消防団員の確保対策についてであります。７

月の消防演習、１月の出初め式に参加させていただ

いておりますが、市民の生命と財産を守る消防職員

や消防団員の制服を着たりりしい姿に感動を覚える

ところでございます。しかし、参加団員数を見ると

きに年々減少してきており、見学に行った市民から

防災上に心配の声が聞こえてきますし、また高齢化

とともに退職される団員を見るときに寂しさを感じ

るところでございます。当市の適正団員数は110名

となっておりますが、この５年間の団員数や年齢構

成の動向はどうなっているのでしょうか。団員数の

確保は、市内企業の景気動向や経営者の理解度にも

左右されるわけでございますが、人口減とともに団

員の確保は年々難しくなってくると思います。消防

本庁舎の新築移転計画や文京分団詰所の新築も予算

案に組み込まれていることでもあり、今後の活気に

期待するところでございますが、団員確保及び指導、

訓練等も含めた消防体制強化の今後への対策につい

てお伺いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 地域防災の担い手でありま

す消防団員は、全国的に減少傾向にあり、消防力の

低下が懸念されております。本市におきましては、

消防団条例の定数110名に対しまして３月１日現在9
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9名の消防団員を確保しているところでありますが、

過去５年間の団員数につきましては90名台を推移し

ている状況であり、また団員の年齢構成につきまし

ては40歳以上が７割を占め、団員の高齢化が進んで

いることに加え、就労形態の変化、過疎化の進展な

どに伴い若年層が減少したことによる団員数減少は

喫緊の課題でございます。現在団員を確保するため

に各分団長が中心となりまして、管轄区域の住民の

方の中から団員として適任な方を団長に推薦し、入

団いただいておりますことと、さらに募集ポスター

を掲示したり、あるいはチラシの配布、広報紙及び

ホームページなどを活用した啓蒙活動を展開するな

どして団員確保に努めているところでございます。

また、就労形態の変化により消防団員に占める被雇

用者の割合が高く、消防団活動を遂行する上で事業

主の強いご理解が必要なことから、消防団協力事業

所表示制度というものを制定をいたしまして、消防

団員が活用しやすい環境整備を行っているところで

ございます。 
 訓練等につきましては、火災防御訓練、消防演習、

総合防災訓練などの総合的な訓練に加え、年間を通

して訓練を実施しております。今後におきましても

団員の確保及び消防体制強化により一層努めなけれ

ばならないと考えております。よろしくお願いいた

します。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 団員確保により

市民を安心させていただきたいと思います。 
 次、⑦、障害者支援対策について、ア、孤立死対

策についてであります。札幌市白石区のマンション

で40代の姉と知的障害のある妹が孤立死した問題は、

生活に行き詰まった人の存在にだれ一人気づけなか

ったという現実に社会の陰を感じる痛ましい事故で

もありました。そのほかにさいたま市で男女３人、

東京立川市でも母親と４歳の男児の遺体が発見され

るなど、孤立死が全国的な問題になっております。

かつて孤立死は高齢者に多かったようでありますが、

現在は障害者や幼い子供など年齢を問わず社会的弱

者が犠牲になっており、その一因として個人情報保

護法の影響で過度にプライバシーを重視する社会が

弱者救済への手を差し伸べる上で障壁になっている

と言われております。札幌の姉妹は赤平出身のよう

で、札幌に出るまでは滝川市にもいたことがあった

とのことであります。赤平や滝川では相談相手がい

たのに札幌に出てからは一変し、姉は障害者の妹を

近所に迷惑をかけるということで外へ出さず、福祉

施設への相談も滞るようになったということであり

ます。行政は、ともすると市民が窓口に相談に行っ

ても言わないから教えない、聞かなかったから教え

なかったというぐあいに親切さに欠けるいわゆるお

役所的対応が当市でも過去にはございました。現在

は職員も減り、窓口教育も徹底し、市民サービスに

努めておりますので、このようなことはないと思い

ますが、弱者への思いやりを込めた対応はいつの時

代でも必要であります。 
 私も障害者の方々とはいろいろ接する機会が多い

わけでございますが、障害を持った子供の親は自分

が死んだとき、この子の面倒はだれが見てくれるの

だろうかということが一番心配されることでありま

す。身内がいないときは行政だけが頼りで、相談に

行ける能力がないと孤立死につながります。町内会

でもプライバシーの問題から情報不足となり、今ま

でよりも活動が低調になると思われます。障害者本

人を心配してくれる人たちが周りからだんだん遠の

いてしまいますので、これからは行政の役割や責任

は大となってまいります。行政だけで消化できない

ときは、社会福祉協議会等の福祉団体とも連携し、

生活資金の貸し付け等も含め柔軟な対応ができる体

制づくりも必要かと思います。また、福祉に携わる

人の思いやりが大切で、人の命を救えるのは仕組み

ではない、人ですという福祉団体関係者の言葉もあ

りますが、人を救える人材の養成も必要ではないで

しょうか。孤立死対策として当市においての考え方

をお伺いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 本年１月、札幌市白石区の
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マンションで40代の無職の姉妹の方の遺体が見つか

った問題、あるいは東京立川市やさいたま市で餓死

や衰弱死によると見られる遺体が相次いで見つかっ

た事件は、近所づき合いがなく、行政との接点も乏

しい生活困窮家庭にどのようにして支援の手を届け

るか大変重い課題を突きつけられたものと思います。

いずれも大都会の真ん中で孤立し、人知れず命を落

としたケースでありましたが、一昨年の高齢者所在

不明問題が全国的に相次いだように孤立死を都会だ

けの問題ととらえてはなりませんし、このような悲

劇を繰り返さないためにも地域の見守り活動や支え

合う仕組みを考えていかなければなりません。札幌

市の事件を受けまして、当市といたしましても２月

上旬に療育手帳を所持されている方162名を対象に

生活実態調査を実施いたしました結果、施設入所さ

れている方が49名、ケアホームやグループホームで

生活されている方が26名でありました。また、在宅

で生活されている方は87名で、そのうち何らかの障

害福祉サービスを受けられている方が35名でござい

ます。このほか福祉サービスを利用されていない方

につきましても養護学校に入学していたり、ご家族

と同居しながら生活していると、こうしたことすべ

て確認をさせていただいたところでございます。 
 札幌市の事件では区役所窓口の対応や行政と事業

者の連携不足が指摘されているところでありますが、

このような実態を踏まえ、北海道におきましても生

活に困窮された方などの要援護者に関する情報を電

気、ガス等の事業者と市町村が共有できる仕組みに

ついて検討を始めたようであります。このような状

況を踏まえ、当市におきましても福祉、住宅、水道

部局などで情報の共有を図りながら、社会福祉協議

会や民生委員さんとの連絡、連携体制を一層強化し

ていかなければならないと思います。 
 また、窓口対応に当たる職員につきましてもこれ

まで以上に障害者の方々やご家族の視点に立って、

相談を行ってまいりたいと考えております。そして、

何よりも大事なのは市民一人一人が地域の一員とし

て声をかけ合い、きずなを結ぶ努力が必要というふ

うに考えております。よろしくご理解いただきたい

と思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 わかりました。

ありがとうございます。 
 次、イ、法改正による自立支援対策についてであ

ります。このたび法改正が行われまして、４月から

実施されます。それに伴いましてこのたびの赤平市

第３期障害福祉計画につきましては、施設入所者を

地域社会へ移行させる割合が１割から３割に、入所

者数の削減を７％から１割へと変更しております。

また、入院中の軽度の精神障害者も目標値を定め、

地域生活への移行を計画しており、従来と違って急

速に障害者が地域に密着することになると思われま

す。グループホームやケアホーム等で共同生活する

人や、またより軽度の人は戸建ての住宅に住まうこ

とになると思われますが、そのような手続や段取り

等はどうするのか、お世話になる受け入れ町内会と

の連携や障害者ゆえに悪質商法にひっかかりやすく、

生活困窮になったり、さまざまな問題が生じるなど、

その解決も含め課題は大きいと思われます。常に相

談窓口が開いていないと、常に身近に相談者がいな

いと、いつでも孤立してしまう可能性がございます。

また、親子同居の障害者においては、親と同居中は

よいわけでありますが、親の長期の病気や死別した

場合などは親離れの免疫がないなど難しい面もござ

います。いろいろな課題を抱えての赤平市第３期障

害者福祉計画のスタートでありますが、法改正によ

る自立支援体制について行政についてはどう対処す

るのか、考え方についてお伺いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 現在国では障害者自立支援

法にかわる新たな支援制度の創設に向けまして検討

が進められているところでありますが、新法制定ま

での間において障害者及び障害児の地域生活を支援

するために今般関係法律の整備が行われたところで

ございます。 
 制度上の主な改正点といたしましては、利用者負
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担や障害者範囲の見直しと相談支援体制の充実並び

に障害児支援の強化などが挙げられます。また、障

害者自立支援法に基づき策定しております赤平市障

害福祉計画につきましても平成24年度から26年度ま

での新たな計画を策定しなければならないことから、

今般の制度改正を踏まえて第３期計画を策定したと

ころでございます。 
 今回の計画につきましては、第２期計画の点検、

見直しを行いながら、議員お話のとおり障害者の自

立と社会参加をより一層推進するために各種サービ

スの目標値を設定しておりまして、施設入所者数の

減少や施設内就労から一般就労への移行人数などを

示しております。これからの地域社会においては、

障害を持った方々が主体性や自立性を持って生活で

きる環境づくりが求められてまいりますが、そのた

めにはご指摘のとおり町内会との連携や相談支援体

制が大変重要となってまいります。赤平市のグルー

プホームやケアホームで共同生活を営まれている

方々と町内会とのかかわりにつきましては、町内会

の夏祭りやごみ拾いに参加をし、逆に町内の方が施

設の行事に参加するなど相互交流が行われておりま

す。また、議員ご指摘のとおり現時点での生活に支

障はないものの、障害者の親御さんが亡くなられた

場合など将来的に不安を抱えているご家庭も多いこ

とと存じますので、こういった方々が安心して地域

に密着することができるよう、今回新たに相談支援

事業関係者や障害者福祉事業関係者などで構成いた

しました赤平市障害者自立支援協議会を設置したと

ころでありまして、今後さらに相談支援業務の研修

会への参加とあわせ、相談支援体制の充実強化を図

ってまいりたいと思います。 
 以上のとおり次年度から第３期赤平市障害福祉計

画がスタートいたしますが、市民一人一人が地域社

会の中でともに支え合いながら、住みなれた地域で

自分らしく暮らせるまちづくりを目指し、障害者福

祉施策の推進を図ってまいりたいと思います。 
 以上でございます。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 どうもありがと

うございました。 
 続きまして、⑧、増加する高齢者への支援対策に

ついて、ア、独居老人と孤独死対策についてであり

ます。当市の高齢化率がことしの１月で39％になり

ました。独居老人はさらにふえ、それに伴い孤独死

の比率もふえてくるものと思われます。現在町内会

でも孤独死対策で頭を痛めておりますが、個人情報

保護法がネックとなり、町内会でもプライバシーの

問題から情報が得られません。独居老人の基本台帳

は、町内でも民生委員しか見ることができず、守備

範囲には限界があります。人の命にかかわることで

ございますので、民生委員と町内会役員が連携をと

り、ここの部分は若干情報を開示し、共有してもよ

いのではと思いますが、いかがでしょうか。 
 また、独居老人を外に連れ出すことも必要であり

ます。私は、全市的に存在する老人クラブをもっと

活性化し、加入者をふやしてコミュニケーションを

図り、行事に参加させ、人のつながりをつくること

が大切と思います。そこからお互いに安否を確かめ

合う体制づくりが自然にでき上がるのではないでし

ょうか。指導も必要ですし、若干の予算が伴うかも

しれません。老人クラブの活用についてもいかがで

しょうか。お伺いいたします。考え方があればよろ

しくお願いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） まず、民生児童委員と町内

会役員との連携ということでございますが、高齢者

の孤独死を防いでいくためには民生委員さんや町内

会などの近隣住民の見守り活動が大変効果が大きく、

また重要な方法と思っております。民生委員の方々

には高齢者の見守り活動や救急医療情報キットの配

付により地域の高齢者の実態把握をしていただき、

日常の見守り活動へ活用していただいておりますが、

町内会に対しましては個人情報保護の面からそれら

の情報はなかなかやはりできないというのが現状で

ございます。今後につきましては、高齢者本人の同

意を得るなど、身近な存在である町内会に情報の提
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供ができないか検討を進めてまいらなければならな

いというふうに考えております。 
 それから、老人クラブ活性化への支援についてと

いうことでございますが、老人クラブ連合会が中心

となりまして老人クラブの未組織地域への働きかけ、

あるいは新規会員の加入促進に取り組んでいるとこ

ろでありますが、行政といたしましても高齢者を対

象といたします健康教室や広報紙などを活用して加

入促進への支援を行うとともに、ご承知かと思いま

すが、老人クラブ運営事業費の補助、また生きがい

と健康づくり委託事業の充実などをやっておりまし

て、こうしたことを引き続き実施をし、老人クラブ

の行事への参加などが高齢者の孤立化防止の一助と

なるよう今後も支援してまいりたいと思います。 
 なお、人口減少が続く当市にありまして高齢者を

支え、見守りをする年代の方々が減少している地域

もあり、見守り活動を複合的に行っていくことも必

要でございます。こうした中、コープさっぽろとの

間で高齢者のための地域見守り活動に関する協定を

昨年12月に締結し、見守りを行っていただいており

ます。これは、依頼を受けた商品を配達しながら声

かけをするという活動でございます。また、平岸地

域におきましては、町内会、医療機関、民生委員な

どが連携をして、地域高齢者の見守り活動に積極的

に取り組んでいただいているという事例もございま

す。今後におきましても地域における見守り活動の

充実を図っていくとともに、情報通信技術によるパ

ソコンのテレビ電話複合端末を活用しての見守りを

行う方法について、これについてもいろいろ今検討

しているところでございまして、導入するというこ

とはまだ決めてはおりませんが、いろいろ検討して

いるところでありまして、今後も孤独死を防ぐため

に複合的、重層的な見守り活動を行っていくよう一

層努めてまいりたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 どうもご丁寧に

ありがとうございました。 
 続きまして、イ、冬期間の除排雪対策についてで

あります。ことしは全国的にも降雪量が多く、それ

に伴い雪の事故も記録的にふえ、空知管内でも多発

しております。そして、犠牲者の多くはお年寄りで

あります。また、雪の重みに耐えかねての空き家の

倒壊事故なども起きておりますが、これらへの防災

対策も必要であります。当市でも降雪量が３月４日

現在11.65メートルと例年より２割ほど多く、雪は

ねは大変で、特にお年寄りの体には負担の多いいわ

ゆる体にこたえる仕事であります。私の町内では雪

の持っていき場所のない中で排雪が２回ありました

し、そのたびに雪山の処理もしていただくなど、こ

としの除雪担当者のきめ細かな対応に町内のお年寄

りたちから大変感謝されております。当市は、恐ら

く近隣自治体の中で一番除排雪が進んでいるかに私

としては評価しているところでございます。除雪や

排雪をまめにすることでお年寄りの負担が軽減され、

私は高齢化社会への対応であることとして継続を願

っておりますが、予算面にも影響しておりますこと

から、今後の除排雪対策への考え方についてよろし

くお願いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 人口の減少、高齢社会が進

む中、防災や緊急搬送などの観点からも冬期間の交

通の確保は大変重要であり、計画的な除排雪対策に

努めているところでございます。また、今シーズン

は特に雪による家屋の崩壊が多発しておりますが、

当市におきましては２月23、24日の２日間、消防本

部で雪害危険空き家家屋調査を実施をいたしまして、

調査対象320棟のうち今まさに倒壊の危険がある家

屋が５棟、今後の降雪によっては倒壊などの危険が

ある家屋12棟などが確認され、それぞれの所有者へ

注意喚起を行ったところであります。今後も事故が

発生しないよう引き続き調査を実施し、状況の把握

に努めているところでございまして、市政報告もさ

せていただきましたが、その後また調査を実施をし、

少し改善もされてきているようでございます。 
 また、本市で行っております道路除雪は、全市道

の約78％、約125キロメートルを実施をしておりま
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すが、除雪に対する要望は地域から多くあり、ここ

数年でこれまで費用や機械の問題がありまして行え

なかった幅員の狭い市道の除雪や今年度からは市所

有地の公衆用道路の除雪も実施をしているところで

ございます。しかし、そのほかにも除雪に関する要

望は年々多くなっておりまして、高齢化により困難

になったなど住まわれている方から多くの要望のあ

る車道除雪後の門口除雪、入り口、これの除雪、そ

れから市営住宅の通路の除雪、また市内に多数存在

する生活道路の除雪などさまざまな対応があり、対

応に苦慮しているところでもございます。現在市道

の除排雪費用だけでも年間１億数千万円を要します

ので、除雪路線の拡大や排雪回数の増加などは財政

面から厳しいものと考えておりますが、しかし今後

もより進んでいく高齢社会への対応として、地域の

ご協力をいただきまして、空き地の利用による一時

堆雪場の確保、また既存の町内会等活動推進事業補

助金の拡大による支援の方法など、どのような対策

が可能か今後引き続き検討しなければならないと考

えております。 
 また、市で社会福祉協議会に事業を委託をし、自

力で除排雪ができず、近隣に家族がいないため除排

雪の協力を得られない高齢者宅の屋根の雪おろしや

緊急時等の避難口確保のための除雪を行っておりま

すが、今後ますます高齢化や核家族化が進行してい

くことが見込まれますことから、高齢者がより利用

しやすいサービスとなるよう現在社会福祉協議会と

の間で除排雪対象範囲の拡大を含めた事業のあり方、

仕組みについて見直しを図るために検討を進めてい

るというところでございます。ご理解いただきたい

と思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 丁寧なご答弁あ

りがとうございました。 
 次、大綱２、教育行政執行方針についてでありま

す。①、学校統廃合のあり方について、ア、地域教

育の大切さについてであります。昨年６月に学校教

育条件整備審議会により答申がなされ、当市の小中

学校統廃合の方針が決まりました。長年地域では学

校とともに歩んでまいりましたが、廃校となった地

域には寂しさが残ります。しかし、長年の複式学級

が解消され、学習においても団体競技においても子

供たちの成長のためにはよかったと思っております。

反面スクールバスにての通学になりますので、子供

たちにとっても保護者にとっても地域とのつながり

が薄くなりますし、今まで子供たちと日常声かけを

して接してきた地域の人たちも子供たちとの関係が

薄くなってまいります。今まで学校、保護者、町内

会の３者で子供たちの人間形成をしてきたスタイル

がだんだんと変わってまいります。地域教育の大切

さは議会でも何度か取り上げられてまいりましたが、

スクールバス通学による子供たちの行動圏が広範囲

になる中で、保護者と地域がどのようにして連携を

とっていくのか。非行化を防ぐ意味でも、いじめ防

止のためにも地域住民の見守りや連携は必要なわけ

であります。また、学校の先生たちも地域密着型で

はないためますます地域との連携は薄れてまいりま

す。これからは、防犯など放課後の問題処理は、住

宅が学校に隣接している学校長や教頭先生の仕事に

なるのではないでしょうか。学校側も子供たちには

だんだん目が届かなくなります。まだまだ課題はい

ろいろありますが、地域教育の大切さと今後の対応

について考え方があればお伺いいたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 教育長。 
〇教育長（渡邊敏雄君） 学校統合と地域教育の大

切さについてお答えをいたします。 
 本市の小中学校の学校適正配置計画は、教育条件

整備審議会から本市で進行している少子化の現状か

ら良好な教育環境の確保には一定規模以上の教育が

必要であるとの答申を受け、教育委員会として１月

の教育委員会で決定し、既に議会のほうにも報告を

しているところであります。計画では通学区域が非

常に広範になるということで、その利便性を確保す

るために小学校においてはスクールバスを使用する

のが望ましいというふうにしていますが、議員ご指

摘のように通学区域が広がり、地域から学校がなく
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なるということになれば、地域と子供たちとのつな

がりというのは極めて希薄になってくるということ

もまた事実でありますし、避けて通ることができな

いというふうに思います。このためこれまでどおり

育成会等の活動によって積極的に子供たちとのかか

わりを持つようにしていきたいというふうに考えて

いるところでありますし、また学校では23年度から

地域の要望も受けて地域参観日の開催ということも

それぞれの学校で取り組んでいます。そういったこ

とによって、より地域とのつながりを持つように努

めているということであります。 
 また、教員の地域とのかかわりという点でありま

すが、確かに市内に在住する教職員は管理職を除い

て極めて少数の少ない先生方が地域に住んでいると

いう状況でありますが、それだけに私常に先生方に

言っていることは、赤平の学校に勤めているという

ことは赤平の住民なのだと、そういう意識で教育に

当たってもらいたいということを絶えず先生方に言

っているわけですが、そういうこともこれからもま

た大いに力を入れて先生方に啓蒙していきたいとい

うふうに考えています。 
 いずれにしましても、今後地域に入って統合等に

伴う説明会を持つということになりますが、その中

で子供たちへの教育は学校のみで行われるものでは

ないと、今さら申すまでもないわけですが、家庭と、

そして地域を含めた社会全体が責任を持って教育に

当たらなければならぬということを改めて確認を行

いたいというふうに思いますし、議員ご指摘のよう

な危惧、地域とつながりが希薄になるのでないかと

いうふうな部分のそういった危惧を少しでも解消す

るようにいろんな機会を通じて努めてまいりたいと

いうふうに考えていますので、ご理解をお願いをし

たいというふうに思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 丁寧なご答弁あ

りがとうございました。全くそのとおりだと思って

います。また教育問題、別のときにこの場でお話し

したいと思います。 

 ②、赤平高校への今後の対応について、ア、教育

課程の最後までの見守りについてであります。赤平

高校については、平成22年度の公立高等学校配置計

画で平成25年度募集停止の決定が下され、平成27年

に閉校が予定されております。教育長は、また市長

は道に延命要請を続けておりますが、年を追うごと

に厳しさが増すばかりと思われます。学級も１間口

で、全校で３クラスしかなく、男女比率も偏り、ク

ラブ活動もかなりの面で制約されますが、それでも

生徒たちは元気で楽しく学校生活を送っております。

市からは、教育費として赤平高校振興会に昨年より

増額して年間90万円の補助金を拠出しておりますが、

大変有効に活用され、学校祭や各クラブ活動等の文

化、体育振興に、また教育振興では各種技能などの

検定や資格取得にも大きく貢献されております。特

にことしの市役所の採用に赤高の女子卒業生がただ

一人合格したことは、その成果のあらわれかもしれ

ません。非常に明るいニュースであります。 
 今月この３月をもって赤高最後の募集となるかも

しれませんが、新入生を含めた子供たちのこれから

の３年間を最後まで責任を持って見守っていただき

たいと思っております。今後学校側に学校生活を通

し、学力、知力、体力に最後の一人まで責任を持っ

てのご指導をお願いするところでありますが、双方

で進学、就職に最善を尽くしていただき、生徒たち

が卒業したときに最後の赤高に入って本当によかっ

たと思われる学校生活を送らせてあげられるようご

尽力をお願いするところでございます。行政として、

教育委員会として、今後どのような形で子供たちを

バックアップできるのか、考え方があればお伺いし

たいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 教育長。 
〇教育長（渡邊敏雄君） 赤平高校の今後の対応に

ついてであり、教育課程を最後まで見守っていただ

きたいというご趣旨のご質問でありますが、地元唯

一の高校であります赤平高校が平成25年をもって募

集停止となるという道教委の決定については、これ

まで再三にわたって道教委に要請行動をやってきま
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したけれども、それらの行為を全く無視した行為で、

本当に強い憤りを道教委に対して覚えているところ

であります。市では道教委に対して存続の要望を続

けておりますけれども、道内、特に空知管内でこれ

までも繰り返されてきた高校の再編を見るにつけ、

議員ご指摘のとおりその見通しは大変厳しいもので

あるというふうに認めざるを得ないところでありま

す。それでも、何とか存続したいとの意思を変わら

ず訴えてまいりましたけれども、同時に赤平高校の

生徒たちに対してもこれまでと同様に支援していく

という決意の裏返しでもあります。 
 市では、赤平高校に対して教育その他の学校活動

を主として負担軽減のために補助を行っております

けれども、在学中の進路選択のための資格取得の費

用だとか、あるいはクラブ活動費、また問題を抱え

ている生徒へのスクールカウンセラーによる相談費

用にも充てられているところでありますけれども、

これらの取り組みはそれなりに周りの人たちから評

価をいただいているところでありますし、それらを

聞くにつけ少ない生徒であっても地元にとっては必

要な高校なのだという思いも強く持っているところ

であります。何とか存続の期待という気持ちを持ち

続けているところでありますけれども、いかんせん

非常に厳しい状況には変わりはないというふうに思

います。特に今赤平高校に在籍している生徒、これ

からまた２年間入ってくる生徒に対しては、何とし

てもこの３年間有意義な教育活動を展開し、喜びを

持って卒業できるように最後まで責任を持って高校

生活を全うさせてやりたいというふうに考えている

ところでありますし、この気持ちについては議員も

同じだというふうに思います。そのためにも引き続

き高校に対して変わらず支援をしていきたいと、教

育委員会の決意でありますが、そういった気持ちを

持って最後まで赤平高校を見守っていきたいという

ふうに考えていますので、よろしくお願いをしたい

というふうに思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 若山議員。 
〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 赤高問題につい

ては、本当に今言われるような、そういう形で誠意

を持って最後まで対応していただきたいと、このよ

うに思います。 
 予算関係につきましては、予算委員会で論議を深

めたいと思いますので、そのときはよろしくお願い

いたします。 
 以上、すべての質問を終わります。ご丁寧なご答

弁どうもありがとうございました。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 
 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ２時０２分 散 会） 
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